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平成 19 年度第 2 回四街道市市民参加推進評価委員会議事録 

 
【開催日時等】 

○ 開催日時：平成 19 年 10 月 29 日（月）18：00～20：40 

○ 場  所： 四街道市庁舎第１委員会室 

○ 出席者 ：出石委員長、中嶌委員長職務代理、大倉委員、栗原委員、佐々木委員、 

永澤委員、三木委員、宮原委員      

       （事務局） 

林田経営企画部参事、鵜澤政策推進課長、吉橋市民活動推進室長、庄嶋主査補、 

仲田副主査   

   （議題１関係のみ）竹内自治防災課長、荻野副主幹 

【議  題】 

１ 平成19年度第１回の市民提案に対する市の考え方について 

２ 市民参加条例運用の評価方法について 

３ その他 

  ⑴ 平成19年度市民参加手続の実施予定について 

  ⑵ 平成19年度第２回の市民提案を受け付ける期間及び場所について 

 

【配布資料】 

１ 四街道市市民参加条例に基づく市民提案について（諮問） 

２ 市民提案検討結果通知書(案)  

３ 市民参加条例運用の評価方法(案)の概要 

４ 評価方法検討資料１（みそら団地から物井駅東口への新設道路の整備計画の策定） 

５ 評価方法検討資料２（市民協働制度導入のための指針の策定） 

６ 平成19年度市民参加手続の実施予定一覧(平成19年10月29日現在) 

７ 平成19年度第2回の市民提案を受け付ける期間及び場所について 

 

【議事概要】 

１ 平成19年度第１回の市民提案に対する市の考え方について 

  市民提案に対する市の考え方については承認することとされた。また、市の考えを市民に示す際

には、市民が理解しやすくなるような資料を追加すること、提案の内容を精査し、「提案」と「意

見・要望」を区別することとされた。 

２ 市民参加条例運用の評価方法について 

  本日の審議を踏まえて事務局が案を検討したものを、次回もう一度審議することとされた。 

 

３ その他 

 ⑴ 平成19年度市民参加手続の実施予定について 

   事務局から、第１回委員会での審議に基づき公表した市民参加手続の実施予定に変更が生じて

いる旨報告された。 
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⑵ 平成19年度第２回の市民提案を受け付ける期間及び場所について 

  事務局から、平成１９年度第２回の市民提案を、受付け場所を政策推進課として、12月10日か

ら20年１月10日まで受付ける予定であると報告された。 

 ⑶ 第３回委員会の開催時期について 

   第３回の委員会を20年２月下旬から３月上旬に開催する予定とし、年内に日程調整を行うこと

とされた。 

 

【会議経過】 

（吉橋室長） 

本日は、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。只今より、平成 19 年度第

２回四街道市市民参加推進評価委員会を開会させていただきます。始めに、出石委員長からご挨

拶をお願いいたします。 

（委員長） 

  皆さん今晩は。委員長の出石です。市民参加推進評価委員会の第１回が６月 28 日でしたから、

その後４ヶ月経ちました。今日は第２回目ですけれども、議題に市民提案が出ておりまして、市民

提案に対する市長からの諮問に対して、いよいよこの委員会で審議をすることになります。非常に

重要な会議になりますので、本日は、よろしくお願いいたします。 

（吉橋室長） 

  ありがとうございました。それでは、これより議事に入ります。四街道市市民参加条例施行規則

第９条第１項で、委員長が議長となることになっておりますので、出石委員長に議長をお願いいた

します。 

（委員長） 

 それでは、本日の議題は、大きく２つあります。順次、進めてまいりますけれども、その前に

資料の確認はよろしいですか。 

（吉橋室長） 

失礼しました。大変遅くなって申し訳ありませんが、第１回委員会の議事録を今回配付させて

いただきましたので、１週間から 10 日程度でご確認いただき、特にご異存がなければ、これで確

定させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

では、資料の確認をさせていただきます。 

－ 資料確認 － 

－ 事務局等紹介 － 

それでは、委員長、よろしくお願いいたします。 

（委員長） 

  1 点確認ですが、委員は、議事録を事前にご覧になっていますか。 

（吉橋室長） 

  配ってはいません。今回初めてです。 

（委員長） 

  それでは、事務局から説明がありましたように、今回はこれを 1 週間から 10 日の間でご確認い

ただいて、訂正等がありましたら事務局に申し出ていただくことにしますが、先ほど言いましたよ
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うに、4 ヶ月前の内容を今見ても忘れてしまっていると思いますので、今回以降は、会議が終わっ

てまとまったら、各委員にどういう形でも結構ですから流していただいて、そこで確認をとってく

ださい。次回の会議当日に最終確認でも構いません。一番いいのは事前に確認を取って、次の会議

には配付するだけにしておくことです。 

（吉橋室長） 

  分かりました。 

（委員長） 

  それでは、議事に入ってまいります。今説明のありました資料 No.1、市民提案の検討の資料で

すが、この中に提案者の個人情報が入っております。この会議は公開ですが、個人情報について審

議する場合は、非公開にすることもできることになっています。１つだけですが個人情報がありま

すので、これについてどうするかということですが、この市民提案の検討については、個人情報自

体を審議するものではありません。提案者のことを審議するわけではなく提案の内容について審議

します。従いまして、傍聴者が今日いらっしゃるかどうかはあとで確認しますが、傍聴者がいらっ

しゃる場合についても、傍聴者に対してはその個人情報部分を伏せることで、この会議は公開にし

たいと考えております。まずそれでよろしいでしょうか。併せて、傍聴者がいらっしゃる場合は、

発言の中でその提案者の名前は読まないよう、皆さんにご配慮いただきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

－ 各委員（了解） － 

 

（委員長） 

  ご異議ないようですので、そのようにさせていただきます。では、本日の会議は公開ということ

にさせていただきます。 

（委員長） 

  傍聴者がいらっしゃいましたら入室させてください。 

（仲田） 

いらっしゃいません。 

（中嶌委員） 

  今の件に関してですが、市民提案の検討について配られる資料に提案代表者名を付す必要がある

のかと感じたのですが、審議するのに差し支えがなければ、伏せた形で資料を作成して配っていた

だいたほうがいいのかなと思います。私は、四街道市民ではないので、お名前とか見ても「この方

だ」と思うことはありませんが、市民委員の方の場合、もしかしたら「この方だ」と見てしまうか

も知れないので、そのことはどのようにお考えでしょうか。 

（委員長） 

  皆さん、いかがでしょうか。事前に事務局と私のほうで話をした中では、一般的には伏せないこ

とが多いので、委員会としては、敢えて審議する内容について伏せる必要はないだろうということ

になりました。委員会の位置づけとしては、伏せる必要はないけれども、傍聴者に対しては、そこ

は伏せましょうという話をしました。議会などでは、一般的に、このようにしているようです。た

だ、中嶌委員のおっしゃるように、今回の案件では、名前は審議に全く影響しません。しかし、市

民として名前が分かってしまうと、かえって審議に支障を生ずる場合も確かにあり得ます。個人情
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報という問題以前に、知っている人の提案、まして非常に関係の深い方の提案が出てきたときに、

公正な審議ができるかという議論が出てきます。特に市民委員の皆様にお伺いしたいのですが、い

かがでしょうか。 

（栗原委員） 

  事務局の方にお尋ねしたいのですが、この市民提案をこの推進評価委員会の中で審議するという

ことは、具体的にどこの内容までこの委員会の中で審議していくべきだとお考えですか。要するに、

この市民提案が市民提案として相応しい、取り上げなければいけない問題なのか、市に対する一般

的な単なる意見であったり、あるいは市への要望であったりして、これは市民提案にそぐわないの

ではないか、これが本当に政策提案であるのかということを、この審議会のこの場で、変な話です

けれども、○か×みたいな形で求めるものですか。それとも、我々は、市民提案として上がってき

たものを、今回の回答の原案が事務局のほうから入っておりますけれども、その内容についてのみ

審議をして、コメントを付して、残りは行政機関のほうで判断を下すのですか。この審議会の役割

は、審議会の中でこの市民提案をどのように取り扱うのかということが明確にならないと、例えば

今回の個人名についてもそうですが、将来的にこれが予算を伴う大きな政策として取り上げてきた

場合に、内容を公の場で全て開示すべきものとして考えておられたのか、そういうことも含めて、

この中で私達が議論していくべき事柄がどのように扱われていくのかというのが分からないと、委

員として、例えば今回の名前の件にしてもそうですし、これからおそらくこれについて議論をして

いくわけですが、市のほうで出されたコメントが良いか悪いかとか、そのようなことだけを審議す

べきなのか、どの程度お考えなのかということを伺いたいのです。 

（委員長） 

  丁度、三木委員が来られました。重要な意見が出ていましたので、もう一回栗原委員の質問を確

認すると、今日の一番目の議題になっている市民提案制度について、この委員会の関わり方ですが、

それこそ市民提案の是非の判断までするのか、それとも市の機関がそれに対しての考え方を示す、

それについての論議もするのか、もっと他にもあるのかということも含めて、委員会として市民提

案に対しての関与の仕方・関わり方はどのような位置を持つのかを確認したいということでよろし

いですか。 

（栗原委員） 

  はい。 

（委員長） 

事務局の考え方をお願いします。 

（鵜澤課長） 

 私ども事務局の考え方といたしましては、市民提案が届いた時点で、例えば、市役所の内部で、

「まるっきり関係ない。」というような案件であれば、そのような意見を付してこちらにお諮りす

るというような形になるのかなと考えております。そういった意味合いでは、是非を含めて１か

ら委員会にというよりは、一旦市のフィルターを通した形の考え方はこのようになっております

というような形で、こちらの俎上にのせさせていただきます。その前提の上でご議論いただいて、

市の考え方がおかしいと思えばそのようなご指摘があるでしょうから、そういった意味合いで、

是非にわたる場合もありうるのかもしれません。事務局といたしましては、市民提案が出てきた

場合に、要件の 30 名に満たないようなものは機械的に門前払いにいたしますけれども、それ以外
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の要件を満たしているものについては、これについての市としての考え方を、例えば、門前払い

するべきだという意見を付して、一旦こちらに上げるというような形になろうかというふうに理

解しております。 

（委員長） 

  条例の 13 条の３項をご覧ください。読み上げると、「市の機関は第 1 項の規定により行われた市

民提案についての検討を終えたときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該市民提

案の代表者に通知するとともに、公表するものとする。」となっていまして、本則では、端的にい

えば、市の機関に決定する権限があります。次に、14 条の 2 項に、市民参加推進評価委員会のほう

で、市長の諮問に応じて調査、審査する項目の中の第 3号に「市民提案手続に基づく市民提案に関

すること」とあります。しかし、この条例は、その先が明確に書いてありません。条例自体に難し

いところがあるのですが、これを解釈すると、ある意味この委員会は何を言ってもいい、ただ最終

的に決めるのは、委員会の意見を参考にして、市の機関、今回で言えば市長が決めるということに

なっています。従って、私自身もそんなに何を言ってはいけないとか、逆に言えば、是非まで言っ

ていいのかということは、ここでは限定しないで言っていいと思います。ただ、それなりの事務局

の見解が示されますので、それらを踏まえて、委員会としてはどうあるべきかということを、無責

任になってはいけませんけれども、市へ答申する、それを踏まえて最終的には市が決定するという

ことでいいのではないかと思います。他の方は今の考え方でよろしいですか。 

（大倉委員） 

 市のいろいろな審議会ですと、普通、市長から審議会に対して諮問願いといいますか、そのよ

うなもので、今回こういう件を諮問するので答申してくださいというのが出てくるものだと思っ

ていましたが。 

（委員長） 

  最後にあります。 

（大倉委員） 

  これに従っていけばいいのではないかと私は思います。 

（委員長） 

 これに対して答申をするということです。 

 それでは、中身に入っていきたいと思います。まず、議事の一つ目、平成 19 年度第 1 回市民提

案に対する市の考え方についてですが、名前を消すことについて、先ほど結論が出ていませんで

した。審議に必要のない個人情報は、市民の個人情報でもありますので、市民委員がいらっしゃ

ることも踏まえて、今後は伏せるということでよろしいですか。 

（栗原委員） 

 私も伏せるという方向で考えておりますが、地域性に関わるような提案が出た場合を考えます

と、四街道市みそら地区、あるいは大日地区であるとか、そのくらいのエリアまではできれば表

示していただきたいとも思っております。 

（委員長） 

 審議に必要のない個人情報については伏せて、その他はその都度事務局と相談してということ

で、事務局の方、よろしいでしょうか。 

（事務局） 
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  はい。 

（委員長） 

 それでは議事（1）の 19 年度第 1 回の市民提案に対する市の考え方について、事務局から説明

をお願いします。 

（鵜澤課長） 

 只今、大倉委員からご指摘がございましたけれども、まず諮問書が出ております。「四街道市市

民参加条例に基づく市民提案について 平成 19 年度の第 1回市民提案に対する市の考え方につい

て諮問します。」ということで、市の考え方についてのご検討をよろしくお願いしたいということ

になります。 

お手元に資料１をご用意いただきたいと存じます。実際のご提案につきましては、5 ページ目、

こちらが市民の方からご提案いただいた実際の提案書ということになります。政策等の案の名称

は「不適切な助成金の拠出を廃止」でございます。 

  これにつきましては、趣旨がこれだけでは不明な点があったものですから、私どものほうで市民

提案の趣旨を追加で口頭確認させていただいたものをまとめたメモが、1 枚間に挟んでおりますが、

7 ページ目のところにございます。確認しましたところ、自治会を対象とした補助制度について所

期の目的に沿った運用がなされているか、検証精査し、趣旨に沿わない補助事業は廃止することを

提案する、それから、事業の廃止による財源を福祉事業に充てることまでは提案の範囲ではない、

というようなところを確認させていただいております。 

  「不適切な助成金の拠出を廃止」という項目だけですと、話が分かりにくいということもあろう

かと思いますので、6 ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらは提案者の方がご自身でお

作りになったペーパーということで、市が作ったものではございません。提案者の作成ペーパーで

ございます。具体的に申し上げますと、こちらの関係する自治会では、自治会の親睦事業としてバ

ス旅行を実施しているが、実態として 199 世帯 303 名でのリピート参加というふうになっていると

いうことだそうでございます。第 2段落目になりますが、世帯数比で申しますと 599 分の 199 です

から、大体 3 割強、3 分の 1 ぐらい、会員数との対比では 1722 分の 303、2 割弱ということで、下

から 2 段目のところ、一部の人間しか恩恵を被らない事業に貴重な税金を助成金として拠出する政

策は不適当ではないかというような考えが端緒となった、と聞き取ったところでございます。 

  これに対する市の考え方を整理させていただいたものが、資料 No.１の 2 ページ目のところにあ

ります。回答をご説明する前に 3 ページ目、まず市のほうで区や自治会に対して持っております主

な助成制度をリストにしてございます。市民自治組織助成金、それから、ふるさとづくり事業助成

金、地区集会所等建設費補助金、行政連絡事業交付金、防災対策事業助成金ということで、5 本、

区や自治会に対する助成制度がございます。このうち、具体的に今回の提案に直接かかっているの

は、2 つ目のふるさとづくり事業助成金ということになります。これにつきましては、一枚後ろに

要綱がございますが、概略を申し上げますと、市民自治組織等がコミュニティ育成のために実施す

る次の事業に要する経費ということで、伝統的行事、連帯感を深めるためのスポーツ・文化・レク

リエーション事業というものが対象事業として位置付けられておりまして、補助率は対象事業費の

1/3、限度額は 1 件 5 万円、各団体組織につき 2 事業まで、という条件のもとで交付される枠組み

の事業になっております。 

事前に制度のほうをご理解いただいたところで、2 ページ目の市民提案に対する市の考え方をご



 - 7 -

説明させていただきます。2 ページ目を読み上げる形で申し上げます。 

          （2 ページ目 読み上げ） 

なお、この提案に係る自治会の年間事業計画の中で位置付けられているバス事業であることに

つきましては、自治会の総会資料などで確認済みでございます。私からの説明は以上でございま

す。 

なお、提案に係る署名 30 人以上につきましては、事務局で人数が超えていることを確認してお

ります。必要があれば署名簿の供覧等も可能でございますが、先程のご議論ですと、私どもの確

認を信頼していただけるのであれば、供覧までは今の段階では差し控えようと思っておりますが、

ご指示いただければと思います。以上でございます。 

（委員長） 

回覧はしなくてもいいでしょう。因みに署名は 30 名以上が要件ですが、何名ぐらいでしょうか。 

（吉橋室長）  

  署名数は 43 名でございますが、提案書が提出される時に筆跡が似たものがありましたので、提

案代表者に確認しましたところ、自署ということを知らないで同じ人が書いたというのが６件あり

まして、有効数は 37 と考えております。以上です。 

（委員長） 

 只今事務局から説明がありましたが、これにつきまして、ご質問ご意見等がありましたらお願

いします。 

（大倉委員） 

 今回、この提案を出されたのは一自治会の方ですね。多くの自治会が四街道にあります。だか

ら、これを欲しいという人もいます。それを皆に行き渡らないから福祉のようなものに使いなさ

いというようなご提案のように思います。この文章の真ん中からちょっと上あたりに、「自治会な

どの地域コミュニティが衰退しているといわれているが、」とありますが、一概に衰退だけで収ま

るわけではなく、私は、地域によっては活発に発展しているところもあると思います。だから、

この文章は、ちょっと表に出ると、全部が衰退しているように思われるというふうに、私は、そ

う感じました。 

それから、ずっと下のほうにいって下から 3行目のところで、「現在意義の薄れた補助金や補助

効果の乏しい補助金などについて計画的に見直しを行っている」ということですが、この見直し

についての中間報告とか、そういうものはございますか。 

（鵜澤課長） 

 これにつきましては、補助金の整理、合理化というのは、毎年の予算の編成方針などでも掲げ

つつ、各年度、財政担当部局で、併せて事業効果が本当にあるのかないのか、ヒアリングをしな

がら詰めているというような形になっております。基本的には新規の補助金ではなく、サンセッ

トしたもので新たに補助金を作るとかは絞りますので、そういったものを一覧にして整理したも

のがあるかどうか、私どもで確認して、次回の委員会の際までにご報告できるように努力したい

と思います。 

（委員長） 

  よろしいですか。 

（大倉委員） 
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 先に言った「地域のコミュニティが衰退」というのは一概に言えないと思います。市のほうで

どういうふうに解釈されてこういう言葉が出てきたのでしょうか。 

（鵜澤課長） 

 まさしく一般論としてのコメントとして入れさせていただいたという意味合いでは、実際に地

域活動が非常に盛んな地域もあるというのも一方の真実であると理解はしております。ただその

一方で、強くなっていると思われる自治会の数と、弱くなっていると思われる自治会の数でいえ

ば、相対でいうと、弱くなっている自治会のほうが多い、あるいは意見交換会などで市内各地域

を廻らせていただいた我々の感触の中でも、今は活発にやっているけれども、そういった自治会

でも後継者の問題ですとか、また参加していただく仲間の問題ですとか、意見も多数いただいた

ものですから、そういった意味合いでは、一般論として地域コミュニティが昔に比べれば弱くな

っているというような認識を標準的なものとして書いたわけですが、全てが衰退しているわけで

はないというご指摘は真実なところでございますので、ここの部分の表現ぶりはもう一段工夫を

してみたいというふうに思います。 

（大倉委員） 

  一般論として衰退しているということですね。 

（委員長） 

 これは確かに全国的な傾向ですね。ここで事務局が言いたいのは、そういう状況がある中で、

しかしながら、地域をさらに活性化させていくためには、特に四街道ではこの補助金を使うこと

に意義があるのだと、それを導き出すための前段ですね。言葉は少し整理してもらいたいと思い

ます。その他いかがですか。 

（永澤委員）  

私の自治会でも伝統行事として盆踊りなどもありますから、バス旅行もあったのかなと思いま

す。これは計算してみると 1 人 500 円ぐらいで気持ちの問題です。自治会の数が 78 ぐらいありま

すから、全体では 78 かける 5 万で、相当な金額になります。ただ、提案者の 37 名の方は、バス

旅行に行かない人なのでしょう。だから時々思い出してこういう意見を言うのでしょうけれど、

気持ちの問題です。バッサリ切ってしまうというのはどうかと思います。例えば、貧乏人のお母

さんというのは、小遣いは小さいのを沢山くれます。それと同じように財政が苦しくても、小銭

はやっぱり効果的に使ったらいいと思います。我が家では、そういう精神で子育てしてきました

ので、「自動車を買え」といっても、大きなものは買いません。自転車などは買う、買うといって

半年も 1 年も伸ばしてしまいます。子どもの時代は、あれをポンポン買ってしまうと不良になり

ます。だから、買うとは言いながらも 3 ヶ月 6 ヶ月延ばすことによって、子どもたちは我が家の

お金を使うレベルというか、規模とか家庭の事情というのを子どもながらに理解すると思うので

す。話はちょっと違いますけれど、要するに僕は、こういうのは目くじら立てて削るのではなく

て、あなたもバス旅行に行きなさいと言いたいです。そのうち 5 万が 10 万になると困ります。規

模が大きくなったらそれは自分で出しなさいと言いたいです。僕は、この委員に応募した時に、

自分のことは自分ですると思いました。500 円では弁当を一つ買えないぐらいです。四街道市では

こんな暖かいことをしています。だから、そういうことはあまり忠言してくれるなと思います。

私の個人的な感想です。 

（委員長） 
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今のは、意見としてですか。 

（永澤委員） 

  はい、意見です。 

（宮原委員） 

 僕は、こういうのを出されますと、常に相手の立場を考えます。30 何名かの署名を集めて提案

を出してきたわけです。それで、「この補助金などについて計画書の見直しを行っているところで

す。」という文面の回答を出すとします。僕が相手の立場に立ったら、「どういうところで、どの

ように見直しをしていますか。それを公開してください。」と、こう言ってくると思います。その

辺の準備とか用意があるのかどうかです。先程の意見もありましたように、こんな暖かい補助を、

自分も参加すれば良いじゃないかというようなことなのですけれども、この方は見ていると、こ

ういうことを言ってくるということ自体、僕がさっき言ったような危険性もあるわけです。その

辺のところをしっかり踏まえて、この意見書を出すというようなことを考えてもらいたいです。

そうしませんと、ちょっと大事になる可能性もあると思います。 

（委員長） 

 今、宮原委員がおっしゃられたことの確認ですが、多分、最後の 4 行についてのお話をいただ

いたと思います。まず、この議論の大前提としては、バス旅行の補助金を切るということではな

くて、ふるさとづくり事業助成金のことなのです。これは、バス旅行だけではなくて、1 組織 2 事

業まで 1/3 の補助金が出ます。提案は、それ自体を切るということになっていくのですけれども、

そういうものなのかどうか、その議論が 1 点と、それから今、宮原委員の言った最後、先程大倉

委員からもご意見がありましたが、それとは別に全体の補助金の見直しの状況について、整理の

段階でここに書くかはともかくとして、こういうことをやっていますということを、提案者に対

してとか、市民一般に知らしめるべきかどうかということでよろしいでしょうか。 

（宮原委員） 

 このままで良いのですが、もし相手が言ってきた場合に、市で対応できるかどうかということ

が、私としては心配だということです。 

（林田参事） 

 補助金の整理、合理化につきましては、毎年、予算編成作業の中で、どういう補助金がどのく

らいあって、総額でどのくらいになっているのかを、全部見直しをしまして、存在意義が薄れて

きたものとか、もうやめたほうが良いのではないかというものがあった場合には、その時点で見

直しをすることにするとか、翌年度から段階的に縮小するとか、そういう作業を行っているとい

うことでございます。このふるさとづくり事業助成金については、今後抑制していくということ

ではなく、全体的な見直しを行っているということです。では、その結果どうなのかということ

については、今後整理が必要だということになります。 

（鵜澤課長） 

ですので、そういった意味合いでは、宮原委員がご心配されているような、市としてどうなの

だというところを提案者から確認があった場合につきましては、まずは予算編成方針などで、市

全体として、全ての補助金についてこういう対応をしておりますと、具体的にその見直した補助

金については、という部分につきましては、ご指摘を踏まえて、私どもでも、先程大倉委員に、

例えばどういったものがどうなっているかを整理して、情報の提供ができるように準備しておき
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たいと思います。 

なお、私どもでこの提案者の意向確認をする際に、ふるさとづくり事業補助金につきまして、

その趣旨をご説明して、趣旨の範囲の中ではこういったものも含まれていて、目的の範囲からで

すと、合理的なものに含まれてくる可能性もあろうかと思います、というような意見交換は事前

にしておりまして、それはそうかもしれませんね、というようなやり取りはいただいております

ので、一定程度はご理解をいただけているというふうに考えております。 

（中嶌委員） 

 この市民提案に対する市の課題としては、助成金の使い方については各自治会の自主性・主体

性に委ねられているということと、この補助金の整理、合理化については取り組んでいらっしゃ

るということだと思うのですけれども、私は、できましたら、コミュニティ作りですとか、自治

会のあり方についても、市の取り組みがあれば言っていただくといいのかなと印象を持ったわけ

です。実際に、助成金の使い方は、正に自治会の自主性・主体性に委ねられているわけです。今

の時代に、自治会の公正や信義に合っているものかどうか。これは金額が 5 万円ということもあ

って、前年からずっとやっているものでないとなかなかやっていけないとか、大きな額ではない

ので、何をやろうかというよりも、毎年できる範囲で、毎年同じことをやられていたりするのが

現状なのかなと想像するのですけれども。何かコミュニティ政策ですとか、自治会の親睦関係か

ら、市のほうで各自治会に考えていただく切っ掛け作りみたいなことをしていただくことがあれ

ば、回答として載せていただいてもいいのかなと思いました。 

（委員長） 

 そのほか何かありますか。 

（佐々木委員） 

 基本的に市が決めることと、その自主性、主体性に任された各自治会が決めることと、内容的

な面で違いがあろうかと思いますが、今回の場合、具体的にバス旅行ということを焦点に、この

方が意見を述べられています。全体のふるさとづくり事業助成金の中で、何をするべきか、何に

お金を投ずるべきなのかというのは自治会が決めることなので、この方がこのような意見を述べ

るのは、自治会で意見を述べて、自治会で大勢の意見がそうなっているにも関わらず、どうもそ

の通りに進んでいないという場合に、今回のような形で市に対して意見を申し出たという手順が

あるような気がします。こうして意見が市に上がってきたときに市はどうするかといえば、自治

会に対して何らかの指導をする必要性があるのかないのかを検討されると思いますが、こういう

意見があるということを皆さんがこれで知るわけで、その後、自治会はどういう具合にそれを考

えるのかというあたりを、市と自治会との間で、何らかのやり取りが今後必要なのかなとも思い

ます。 

（鵜澤課長） 

 私どもでも、こういった声が上がったということにつきましては、この補助事業の実施に当た

っての制度の理解を、各自治会にもう一度ご説明するべきか否かというところを含めて、役所の

内部では議論させていただいたところです。ただ、こちらのご提案者のおっしゃっておられる、「で

きるだけ沢山の人たちに利益がいくようなものを」という趣旨が本当に正しいのかというような

ところを、担当部局と話をしましたときに、例え人数が限られるような形になったとしても、子

供会だとか敬老会だとか、そういった活動が活発になることが、全体のコミュニティの活発化に
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つながったりすることもあったりするので、人数が多いものに当てなさいという指導を一律的に

することは、市として必ずしも適当だという判断はできないというようなやり取りを積み重ねた

上で、今回は、「そういったような形で周知を図ります。」という文言をこの中には入れてこなか

ったという内部検討がございます。 

ただし、毎年度当初に各自治会長さんを集めて、この制度の説明する機会がございますので、

来年度のこの助成事業の説明に当たっては、担当部署で制度の説明をしっかりしていただくよう

な依頼はさせていただいている状況です。 

（三木委員） 

 先程、委員長がご指摘されたことでもありますが、提案者がおっしゃっていることは、最後の

ページの事務局で確認していただいたものだと、「自治会を対象とした補助制度について」となっ

ています。ということは、少なくともそのふるさとづくり事業助成金ということを一つの題材に

しながら、参考資料の 3 ページにあるものについて精査検証し、趣旨に合わないものは廃止する

ことを提案するというふうになっていますが、聞き取った趣旨について、もう少し補足的にご説

明があるのであればそれをいただきたいということと、もう一つは、確かに金額の問題とか、コ

ミュニティをどう作っていくのかという本質的な課題がありますが、このふるさとづくり事業助

成金自体は、平成 2 年から導入されている補助金ということでよろしいでしょうか。告示は、平

成 2 年 4 月 1 日になっていますが、それ以前は、このような助成金はなくて、平成 2 年以降に新

たに導入された補助金という理解でよろしいのでしょうか。その一点を確認したいと思います。 

（鵜澤課長） 

 まず、聞き取りの経過という形となりますが、私どもで確認に上がった第 1 弾の意図といたし

ましては、政策の名称として、不適切な助成金の拠出の廃止ということでしたので、単に自治会

などに限定したようなものではなくて、市の助成金全てを見直しなさいという趣旨なのか、それ

ともご提案いただいた、添付資料で来ていたものは、具体的に、まさしくふるさとづくり助成事

業をターゲットとしたような資料が付いてきたので、市の助成金全てという意味ではなく、ある

分野のものに絞ったものですか、という意味合いで確認をしました。そうしたところ、「自治会に

関するものの範囲で結構です。」という確認をいただいたというのが一つの経過でございます。そ

ういった意味合いでは、3 ページに掲げておりますような事業の中で、元々制度として単純に人数

×世帯のような形で出ているものですとか、そういったものについてはこの中で細かく内容を論

ずるわけではなくて、この自治会などへの助成として、この他にこういった制度があるが、いず

れも目的は同じというような整理で、意見書の中に入っているという経過となっているところで

ございます。 

それからふるさとづくり事業助成金の交付要綱は、平成 2年施行ということでございますから、

2 年度に今の形になったということは確認できますが、それ以前のものについては、今、私どもで

は情報を持っておりません。例規集を確認しておりますのでお待ち願います。 

（三木委員） 

 そうすると、この考え方自体は、前半のほとんどの部分がふるさとづくり事業助成金交付要綱

に関連した説明で、最後から 2 段落目がその他の助成制度で、「いずれも活力がある地域社会を目

指したコミュニティづくりの観点から必要である」と、ざっくりまとめて言及されているという

ことだと思います。確かにスポーツ・文化・レクリエーション事業などで連帯感を深めるという
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ことは、個別の事業の説明としては分かりますし、コミュニティ意識の醸成ということも分かる

のですが、そもそもそれ以外の助成金というのは、大分性質が違うような気がします。つまり、

ふるさとづくり事業助成金とその他の助成金とは大分性質が違う助成金のように、支出の中身と

しての性質が違う印象を受けますが、こういう言及の仕方で丁度良いのでしょうか。仮に 3 ペー

ジに掲げるような補助金、助成金というものが今回提案された方の見直しというか、検証精査の

対象というように理解するのであれば、何故この助成金が必要なのかということは、もう少し説

明が必要なのではないかという印象を受けます。 

それから、先ほど各自治会の年間事業に位置づけられている事業に対しては、お金を出すとい

うようなお話だったような気がするのですが、実際の助成金の出し方をみると、対象事業の１/3

で限度額が 5 万円ということになっているので、例えばバス旅行のような金額の大きいものは多

分上限の 5万円が出ると思いますが、もし額が小さいとすると、1/3 という枠の中で出すという可

能性もありますよね。つまり、どういうルールでこういう助成金を交付することになっているの

かということと、その補助金などをいただくと、事後に必ず事業報告などを求められるというの

が私の経験している範囲ではあるのですが、そのへんのルールはどうなっているのかということ

を教えていただければと思います。 

（竹内課長） 

 ふるさとづくり事業助成金につきましては、まず申請書を自治防災課のほうに出していただき

ます。その後、自治防災課で内容審査をして決定通知を出します。事業が終わりましてから、事

業の結果、実績報告書を出していただき、それに基づいて、内容を確認した上で確定し、支払い

をしております。 

あと、先程のふるさとづくり事業助成金の交付要綱ですが、この名称で始めているのは平成 2

年ですが、他の名称であったかどうか、別の形でこういう助成事業をやっていたかどうかは、今

の段階では不明ですが、今のふるさとづくり事業につきましては、平成 2 年からということでご

理解をいただきたいと思います。 

（三木委員） 

 3 ページの参考資料に上がっている 5 つの補助事業のうち、ふるさとづくり事業助成金以外のも

のというのは、恐らく比較的昔からあったのではないかというふうに思われる補助金ですが、最

後の防犯対策事業助成金だけは、また違うような気がします。防犯対策事業助成金というのは、

時限助成金で、これは最近始まったものだと思いますが、いつ頃からですか。 

（竹内課長） 

 当初 16 年度から３年の時限で、更新して現在 20 年度までとなっています。それから、私ども

では、自治会の中で防災に対する活動を行っていただく自主防災組織の防災訓練あるいは啓発事

業についての補助を行っております。併せて、自治防災課では防犯関係も担当しておりますので、

大体 50 団体ぐらいありますが、防犯活動に対しての助成も行っております。 

（委員長） 

三木委員からあったとおりですが、整理すると、5 ページの市民提案書に、７ページの調査を加

えてみたときに、この提案者は、たまたま自らが自治会の役員になっていたときに、バス旅行の

データを見て、確かに無駄なことをやっているのではないかということに気が付いた。そして、

最後の聞き取り調査のところで表わしていますが、自治会対象の補助制度、すなわち 3 ページで
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いう 2、4、5 項についての運用が、所期の目的に沿ってなされているのかどうかと聞いていて、

その一つの事例がたまたまバス旅行のことなのかという理解でよろしいでしょうか。それによっ

ては、確かに、市の考え方というのはこれだと不十分だということですが、いかがでしょうか。 

（鵜澤課長） 

確認した際には、先程もありましたけれども、提案者の頭の中では全ての助成金を知っている

わけでもないし、自治会対象の補助金・助成金でどういうものがあるか存じ上げないと、そうい

った前提のもとで、「私は、この助成金についてまず念頭にあって、ただ検討していただけるので

あれば自治会の範囲で」というような補足的なご意見でした。そういった意味合いで確認の際に

は、自治会を対象とした補助制度についてというふうなコメントはいただいてはいますが、こち

らのほうで提示したこの補助金ですかという確認の際には、提案者の頭の中にあるのは、まずは

それなんだというようなご発言があったという前提になっています。 

（委員長） 

 即ち、バス旅行が補助対象になっているふるさとづくり事業助成金、これについての適正な運

用というものに絞っていいのですか。 

（鵜澤課長） 

 まずそれが第一目的です。 

（委員長） 

そういうことであれば、今回の考え方は、それをメインに出して、しかしながら、更に他に自

治会の補助金制度があるが、いずれもコミュニティづくりの促進の観点から必要ですという回答

になりますね。先程、中嶌委員がおっしゃられていた、市民がコミュニティづくりだとか自治振

興に取り組んでいるということを加えれば、確かに、今の整理した中での回答になっていると思

いますが、それを聞き取った事務局としては、そういう考え方でよろしいですか。広く 5 つの補

助金全てについてなのか、限定すべきかどうか、ここで我々、委員会から、確認を取っているの

ですが、そこはよろしいですね。 

（鵜澤課長） 

 私どもでやり取りをした際には、提案者の頭の中にある補助金、助成金はふるさとづくり事業

助成金であって、その他の助成金にはどのようなものがあるかは分からないが、検討していただ

けるのであれば検討して欲しいというような要請だったと理解しております。 

（委員長） 

 だから、こういう回答になったわけですね。分かりました。それも踏まえて更に何かあります

か。 

（宮原委員） 

 私どもはこういうふうに説明を受けておりましても、実際には中が分からないわけです。バッ

クボーンが分からない段階で、しかもこの提案一つだけですと、いろいろ議論しても始まりませ

ん。これからどんどん出てくるかもしれないわけですけれども、こういうところに提案するとい

うのは、非常に基本的なことを、しかも枚数も少なく提案するというような形の基本方針を立て

たほうがよろしいのではないかなというような気がするのですが、どうでしょうか。いちいちこ

れをどこがどうのとやっていますと…。先程私も聞きましたら、これを書くに当たっても、バッ

クボーンとして市のほうではかなり考えてやっていただいていますし、どうでしょうか。 
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（委員長） 

 恐らくそこを縛ってしまうと、自由な提案ができなくなってしまいますから、30 人以上の署名

が集まれば、提案の仕方は自由にしてしまわないといけないのではないでしょうか。これは私の

意見です。 

（宮原委員） 

 提案はいいのです。その提案の中身が分からないから、回答するに当たって基本的なことを。

それを委員会でこう議論しても何となく始まらないような気がします。先程からいろいろありま

したけれども。 

（委員長） 

 表現の云々よりも、ここでの端的な答えは私も気になっています。明確な表現がないのですが、

「この提案は受けない、受けられない、補助金を廃止する意志はない。その理由は、自治会の自

主性に任せているのであって、バス事業に使おうが何しようが、それは自己責任でそのコミュニ

ティを活性化するために使っていただきたいという趣旨から廃止はしない。ただ全般的には、更

に他の補助金も同様に必要なものです。」ということで、最後の補助金全体の見直しはそれに付け

加えるような趣旨だと思います。その趣旨で良いかという判断でよろしいですか。一言一句やっ

ていると大変で、この委員会でそこまでやる必要はないと思います。 

（三木委員） 

 よろしいですか。確かにこの方は、ふるさとづくり事業助成金のことしかたまたま知らなかっ

たかも知れないです。本人が自治会の他の助成制度については知らなかったが、検証してくれる

のだったらして欲しいということは、知らなかったから他のことは言わなかったというだけの可

能性もあるわけです。知らないことを理由に、全てをそこから除外するというのは、それは何と

なくやりすぎのような感はします。 

例えば、こういう提案制度にしても、市民というのは行政が何をしているかとか、どういう仕

組みがあって、どういう補助制度があってということを、全部当然のように知っているわけでは

なくて、おそらく自分との関わりの中で、「行政はこういうことをやっている」ということを認識

していくのだと思います。たまたまそこの中で自分は疑問に思ったということが、恐らく今回提

案としてあがってきたのだと思います。普通に善意に考えればそういうことだろうと思います。

そういうことを考えると、例えば、ルールとして確認をするときに、その提案について不明確な

部分がある場合、それは知らないから不明確になっている可能性は当然あるので、そこについて

は確認作業のときに、自治体側というか、行政側として適切な情報提供というのはかなり重要な

気がします。どういう情報を与えたかによって、その自分が疑問に思っていることをどう表現す

るかということが恐らく変わってくるのだろうと思います。 

今回は、たまたまご自身の経験から、ふるさとづくり事業助成金というものを具体的な例とし

たということで、「ターゲットはこれだ。」ということで、皆さんご了解になればそれはそれでい

いのかも知れませんが、やはりその前提として、市民は何でも知っているわけではないというこ

とを念頭において市民対応していかないと、提案制度そのものがいろんな紛争の種になってくる

ということにもなりかねないというふうに思いますので、そこは確認作業をされる中で十分にご

留意いただきたいと思います。 

今回は、少なくとも事務局確認にあがっている、そのまとめられている内容を見る限りでは、
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ふるさとづくり事業助成金だけを対象にしてこの方はおっしゃっているというふうには、とても

私個人的には理解できないというところがありまして、どういう情報を得たかということによっ

て、この方のおっしゃることは変わったと思うところなので、今後、この点はご留意いただきた

いと思います。 

（委員長） 

  私が逆に気になるのは、これは市民提案制度であって、端的に言えば、条例自体に情報の共有と

入っているから三木委員がおっしゃるとおりだけれども、そうやっていると、どんどん話が広がっ

ていって提案ではなくなってしまうと思います。とにかく無駄な補助金は廃止しなさいということ

ですから。確かに情報が分からないとできないことがあるけれども、提案というのは具体的な案件

で、ここでいうのはバス事業の問題だから、バス旅行は止めてほしいと、そういう具体的な点が逆

にないと、提案というのは際限なく広がります。そうではなくて、特に 30 人も集めて出してきた

ことについて、何とかならないか、またはこうしたほうがいいのではないかという具体性がなけれ

ば、多分、こういう提案は逆に成り立たなくなってきます。ましてや集まった 30 人の人たちのこ

とは、わかりません。この代表者はそう言ったかも知れないけれども、30 人の内 29 人がバス旅行

だけがいやなのかも知れません。もしかしたら逆にバス旅行がいやなのは 1 名だけであって、他の

人はもっと全部の補助金を見直してもらいたいと思ったのかも知れません。そこは書かれてきた内

容や聞き取りの中で、ある程度判断せざるを得ないのではないかと思います。確かに、情報を広く

提供していって、もっとより具体的な提案をしてもらうなら、場合によっては、差し戻してもう一

度提案してもらわないと、ちょっと難しいのではないですか。 

（三木委員） 

 ただ、提案者のそもそもの提案書を見ると、「各種助成制度を調査検証して、当初の目的からか

け離れた事業を廃止する」ということになっているので、提案書の内容について、私が個人的に

懸念したのはその趣旨をそのまま読むと、今この市役所の中で行われている補助金の見直し事業

そのものを指しているようにも見えるということです。そこに至る経緯の中で、このバス旅行が

出てきているということがあって、利用の仕方によっては内容が狭くなってしまうし、話の仕方

によっては広くなる可能性もあるというところで、どういうやり取りをするかということは、少

し注意をする必要があるのかなと思います。その話の中でどういう話をされたか、どういう情報

が提供されたかということによって、恐らく色々な可能性が出てくると思います。そこで今回の

案件を見ると、そもそもの提案書の内容が、政策等の案の名称がかなり広いということでありま

すが、内容を見ると、ある意味、市が今やっている補助金の見直しと変わらないことをおっしゃ

っているようにも読めます。どういう形で趣旨を確認するのか、つまり発想した経緯に着目して、

提案の内容というものを限定するのか、それともそもそもの提案の内容を見て、そこから至る経

緯の中で具体的にこういうのが上がっているので、どの辺まで対象になっているのですかという

話をするのかによって、大分幅が変わってきてしまう気がしました。確かに提案制度なので、市

が確認をする中で、市としての確認の趣旨として何を提供するかということに多分なってくるの

ではないかと思いますが、そこでちょっと少し気をつけていただいたほうが良いのではないかと

いうふうに懸念をしたというところです。 

（委員長） 

今のことについては、今後、提案者の意図を十分に汲み取って、情報もしっかり提供した上で
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何が提案なのかポイントを絞っていただくことで、今後は取り扱っていくようにします。 

問題はこの件です。 

（栗原委員） 

 今回の委員というだけでなく、最初にこの市民参加条例の原案の基をつくった市民委員会の中

にいた委員としての意見ですが、この市民提案手続というものも、この名称で今回こういう形で

提案という名前を持って条例化されてしまったわけですが、元々これは苦情を言ったり、市でこ

ういうことを議論してくださいだとか、そういうものを提案するための制度として、前の市民委

員会の中で考えられたものではなく、市民でも各地域の個別具体的な地域課題を解決する政策で

あったり、計画であったり、制度であったり、そういったものを地域住民の手によって、市に提

案することができないだろうか、市民の中にも政策を作り出すだけの能力が既に作られていて、

もう行政だけが政策決定権を持っているんじゃないんだ、今までは、陳情であったり、請願であ

ったり、あるいは議員を通して、議員のほうは議員立法というような形でというようなアプロー

チの政策の手段だけだった、また政策に関わる行政だけが独占しているのはおかしいだろうとい

うことで、市民の持っている力を生かした形で、市民からもっとその地域に根ざした地域課題を

解決するための個別具体的な施策の提案、提言、あるいは計画、条例といったものを、我々の手

で行政の中に上げる仕組みを、ちゃんとした形で制度化してみたいというところから生まれてき

た制度なのですけれども、私たちの手元から離れて市の中で条例の原案を作り、議会を通ってき

たその過程で市民提案手続の第 13 条は、市民は本当にただ市に対して提案ができるという制度に

作られてしまいました。 

提案という形を作ったのはできるだけ意見を上げやすくするためということではあったのです

が、本来は、その提案の要点の中に、市としての実現可能性であるとか、個別具体性であるとか

の各要件等も、私たちの委員会の中では考えてありましたが、現実的には、条例の中で非常にあ

いまいな形で、市民はその 30 人以上の署名をもってすれば市に提案ができますよという形になっ

てきて、その書式をみますと、不思議なことに全て政策という表現で書かれています。ここで市

民が考えてしまって、政策というものに相応しいものにしなくてはいけないとなってきますと、

不適切な助成金の廃止のところも、果たしてそれが計画であるのか制度であるのか、個別具体性

がなくなってしまいますと、正直こういうものを上げられても、これは行政の中で考えてくださ

い、議会の中で判断してくださいという形になってしまって、取り扱いの難しいものになってし

まいます。最初にこの委員会の中で一体何を審議するのか、この市民提案についてどこまで我々

は踏み込むのかということを行政の側にお聞きしたのは、実はものすごく門戸を広げちゃった条

例を作っていただいたので、確かに素晴らしい計画案も上がってくるとも思います。あるいはこ

んな予算だから止めてくださいよというようなものも当然上がってくると思います。 

それについて、市のほうではフィルターをかけるということで、今回は 1 回目ですので、おそ

らくフィルターをかけながらも、一生懸命考えてこの場に持ってきていただいたとは思いますが、

正直この議題についてどういう検討をするかを含めまして、もう 1 時間近くこの議題で使ってし

まっています。果たしてこの市民提案が推進評価委員会で審議すべき内容になっているのかとい

うことを、再度もう 1 回事務局で考えていただきたいと思います。こういう問題が毎回上がって

きますと、こちらは調べなければ、もっと担当の人と話をしなければ、参考に誰か呼んできても

らおうとか、そういうところまでいかないと、この委員会の中では、正直、答えを出すことがで
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きない状況となってしまいます。市のほうで提案者の方を呼んで、詳しく説明をして、「市はこう

考えています。ご納得いただけませんか。」というところの段階で、ひょっとしたら終わってしま

う内容のものもあると思います。それについては、この市民提案は第 1 回目ですので、どんなも

のが上がってくるのか私は大変興味を持って待ってはいたのですけれども、ちょっと残念です。

第 1 回目にこういうものが上がってきて、これから先、より包括的な広い意味の市民の意見がこ

の場に上がってきてしまうとなると、この中でそれを収めようというのは難しいのではないかと

私は考えております。今までの経緯を含めまして、取りまとめにはなりませんが、よろしくお願

いします。 

（委員長） 

 確かに、これは政策提案ではなくて意見ですね。 

（永澤委員） 

 市から委員会でいただいた PR だとか、市の広報などには難しいことが書いてありましたが、要

するに、市民があまり関心がなくても、自分の身の回りに起こった不都合と思うことを気軽に提

案するという制度ができたなと私は思っていました。従って、今回のこれもこの方が「バス旅行

について補助されているが、こういう時代にこんなことにも出しているのか。」と思って、賛同者

を募って提案してきたのでしょうけれども、市のこの考え方というのは、提案に対する回答とい

うことですね。これは、我々は十分ここで意見を今言ったようなことをやってもいいと思います。

ただ時間をかけずに実質 37 人と我々が議論したら負けます。向うのほうが相当実情を踏まえた意

見を持っておられるわけです。我々は今日始めて知ったような感じで、これは対抗できません。

根本は施策に対する愛情みたいなことも問題になるから出すもいい、出さなくてもいい、どちら

がいいとか言えないと思います。私の思うことは、私が市だったら、市民提案に対する市の考え

方は括弧回答ぐらいにして、1 番 2番 3 番と回答をはっきり書きます。１番目は、あなたのバス旅

行補助金については、市としても是と認めて今後とも継続します。2番目は、その理由です。具体

的に書いてやれば、さっき皆さんがおっしゃったことは文言が違う、どうのこうのとはならない

と思います。 

僕は、気軽に出してくるいろいろな市民の意見を、ある程度市で揉んだあと、我々も意見を言

ってより良い方向にしようというために、この委員に応募し、来ているのです。こういう意見を

言えないなら、私はこのようなところには居ません。そう思っています。市民にはいろいろな意

見があります。今回の提案はバス旅行で思いついたので、少なくとも、自治会のバス旅行にまず

回答を出してあげて、縷々理由を説明し、もう一つのその他市全体の補助金の検討というのは、

この方に言われるまでもなく、社会的な趨勢で各自治体が今やっているわけですから、それはそ

れでいいのですが、この回答は内容的に非常にマイルドだと思います。むしろはっきり書いて欲

しいです。ここに本助成金の対象事業となりうるものですと最初に書かずに、はっきり答えを書

き、理由も綿密に書いて、それで更に文句を言ってきたら、市は市として大いに住民と議論をし

て 37 対市でもいいじゃないですか。こういう回答を作ってきてくださいと、皆でワーと来て団体

交渉です。そこでガンガンやればいい、そういう私の意見です。 

（委員長） 

5 分休憩を入れます。 
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（休憩） 

 

（委員長） 

それでは再開します。 

今、中嶌職務代理と私とで事務局の聞き取りを含めて、一連の議論について整理をしてみまし

たので申し上げます。 

まず、この提案自体については、直接はバス旅行に関する提案としてあるわけです。それにつ

いての結論は、自治会の自主性主体性に委ねるべきであって、バス旅行だけが対象ではない、そ

の他のスポーツ・文化・レクリエーション事業も自治会でできる制度であるので、これはここに

書いてあるとおり、廃止する考えは無い。廃止しないというのが市の考え方である。これはそう

なのだけれども、ただ聞き取りの中では、もしその他にも自治会への助成等が必要のないような

ものがあるようなら、それも検討してほしいというようなことも言われているようなのですが、

それは提案ではなくて意見、要望だと思います。提案というのは、ある程度限定されたものでな

ければと、先程栗原委員がおっしゃられたことを含めて、そのような考え方になります。流れと

しては作っていただいた別紙の流れなのだけれども、先程永澤委員がおっしゃられたように、回

答は明確に書いていただきたい、それから最後に自治会の補助関係、助成関係については、別途

他に使われている資料、これについては提案者に資料を示していく、そのような形で今回の市の

考え方をまとめていただくこととしたいのですが、いかがでしょうか。 

（宮原委員） 

 こういうものは発足したとなると、いろいろな思惑が優先し、本来の市民参加の意識が疎かに

なって、そして具体論と現実化のための政治的課題が中心になって議論されて、スケジュール化

されてしまうというような面が往々にしてあります。どうしても結論は現実の要請を汲み取って

やってしまうという面が多々あります。多くの住民のコンセンサスを取り入れるという基本に立

って、私は委員の皆さんにちょっと反発を食うかもしれませんけど、何も回答で結論を必ず出さ

なくてはいけないというような持っていき方ではなく、こういうようなこともがありますよとい

うようなほうが、その趣旨に沿っているような気がします。これが僕の意見でございます。 

（委員長） 

 それも今後の事案以降の検討材料とさせていただきます。と言いますのは、条例では回答しな

ければならないことになっていて、必要ないのではないかとはいえないのです。 

（宮原委員） 

  回答の方法です。 

（委員長） 

 これについては、提案者に通知することになっています。様式といいましょうか、ここに書い

てあるように、市民提案の内容と市民提案に対する市の考え方を示すということで、条例に明記

されています。やはり議会を通って作られている条例である以上、市民の皆様は遵守しなければ

いけないし、市の職員も遵守しなければなりません。ただ運用の仕方はあるでしょう。ですから

今回の件は、先程の形でまとめさせていただければと思います。そして、次回以降、市民提案制

度はどうあるべきかということを、この条例の運用のできる中で、もう少し整理していきたいと

思います。 
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ではこのような形で、あとは事務局と私のほうで、この回答については一任させていただきた

いのですけれども、よろしいでしょうか。 

 

[異議なし] 

 

（委員長） 

 では、よろしくお願いいたします。 

（三木委員） 

 それとは別に 1 点確認ですが、どういう形で一般には公表されるのですか。どのへんまで公表

されるのですか。 

（鵜澤課長） 

 基本的には 2 ページ目の別紙が公表されます。通知の際には 1 枚目 1 ページをつけて、それに 2

枚目がつくような形で通知されますが、ホームページなどでの公表は、基本的には 2 ページと 5

ページ目の内容を記載したものがセットで公表されるというようになるのかなと思います。5 ペー

ジ目そのものではなくて、この内容を記載したものです。 

（三木委員） 

 「政策等の案の名称」から「添付する資料の名称」までですか。 

（鵜澤委員） 

具体的なホームページ公表の子細は、まだ事務局内部で議論しているところでございまして、

結論には至っておりませんが、概要と市の考え方を公表するというのが条例の定めになっていま

す。そういった意味合いでは、概要がこの 2 行だけでこの 1 枚のまとめだと若干難があろうかと

は思っております。工夫しなくてはいけないと思っております。 

（三木委員） 

 この件が、例えば政策等の案の名称とか、政策等の内容だけ公表しても、なぜこういう回答に

なったかと、見た人は分からないと思います。なので、提案書の内容についての公表の仕方はご

検討いただいて、別紙の回答の内容の主旨が分かるような形にしていただく必要があるのかなと

思ったので、確認させていただきました。 

（鵜澤課長） 

その点で 1 点だけ、皆様方のご意見を確認したいと思いますが、こちらの場合、具体的に参考

の 6 ページ目の中身にわたりますと、特定の自治会の名称が出てきてしまうという側面がござい

ます。そうすると提案者個人の特定が容易になるリスクもございまして、それで先程の最後のバ

ス旅行の実体分析というのはどうですかと聞かれたときに、私どもの頭の中ではそこまで整理が

できていなかったということで、黙っていたところがあります。そういったことも含めまして、

公表の仕方も含めて、委員長とご相談させていただきながら、最終的に詰めさせていただければ

と思います。 

（委員長） 

よろしいですか。条例上は、市民提案の概要と市民提案に対する市の機関の考え方で、かつ市

の機関で必要と認める事項、この中でどこまで出すかということだと思いますが、一つ大事なの

は、全部が全部出すというより、説明責任というか、意見に対して明確に答えているということ
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がオープンになることが大事だと思うので、それを含めて修正させていただくということでご了

解ください。 

それでは、続きまして議題の 2 に入りたいと思います。 

市民参加条例運用の評価方法についてですが、その前に、自治防災課の皆さんの議案は終わり

ました。大変ありがとうございました。 

 

（自治防災課職員 退場） 

 

 

（委員長） 

 それでは議事の２の市民参加条例運用の評価方法について、事務局からご説明をお願いします。 

（庄嶋） 

 議題の 2 番目につきましては、私庄嶋のほうからご説明させていただきます。資料に関しては

資料 No.2 になってまいります。前回、第 1 回の委員会の際にも申し上げたわけですが、この委員

会が評価委員会という名称も持っております観点から、市民参加条例の運用に関して評価をして

いただくことは当然の仕事ということになってまいります。その際評価ということについて、そ

の都度各委員の皆様が、私はこう思うということをただ出し合うだけになると、評価というふう

には言えないだろうということもありまして、事前に評価の項目ですとか、手順ですとかといっ

た評価の方法を定めた上で話し合っていただいて、委員会として結論を出すというような手順が

必要ではないかと考えております。今回は、そのたたき台という形で資料 No.2 というのを準備さ

せていただいております。まだまだ不十分なところがあるという前提でご覧いただきたいのです

が、今回まずそのたたき台を、このあと説明をいたしますが、ご審議いただいた上で、再度こち

らのほうでまた整理して、次回の第 3 回で、より精度の上がったものを示させていただいて、ま

たご審議いただき、その上で評価方法を詰めていただきたいと思っています。 

今年度に関しましては、そういう明確な評価方法がありませんので、正式な評価方法というの

はまだできないかと思いますが、来年度以降に関しましては、今年度中に固まった評価の方法を

適用して、市民参加手続とか市民提案手続について評価していただきたいと思います。やり方と

しては、年度末に、「今年度実施したものはこれがすべてです。」というのを、皆さんに全部まと

めてやっていただくとなると、労力もそこに集中してしまうということもあるかと思いますので、

実施が済んだ市民参加手続などが出たという場合に、その都度、直近の委員会で取り上げていた

だいてやっていただきたいと思います。それがそのうちだんだん貯まってまいりまして、最終的

に、それまでに出した評価をまとめて、例えば条例の見直しにつなげるような議論をしていただ

くことになるだろうと思っております。 

この辺ははっきりしないところがありますけれども、例えば他の自治体の例では、東京都の狛

江市には審議会がやはりこういった第 3 者機関としての審議会がありますが、毎年度、その年度

に行われた市民参加の手続きに関しての評価を、総合的評価という形の文書でまとめております。

それから、埼玉県の和光市には、推進会議というのがありますが、こちらはこの委員会と一緒で、

任期は 2 年ですが、任期毎に任期の終わりのタイミングで、それまでにいろいろ出してきた市民

参加手続などの評価をまとめて、例えば、この条例のこの辺を直したほうがいいのではないかと
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いうことを、最後に報告書のような形でまとめております。この委員会では、年度毎にやるか、

それとも任期毎にやるかはまだ分かりませんが、その都度その評価方法に沿って出した評価を貯

めて、そういう報告書を出すイメージかと、今のところ思っております。 

今回作らせていただいた評価方法のたたき台につきまして具体的にご説明させていただきます。

まず、資料 No.2 の 1 ページをご覧いただきたいのですが、1 として評価の手順、2 として評価の

項目があります。評価の方法といったときには手順と項目という 2 つの言葉があると考えられま

すが、別々に説明するのではなく、まとめて説明させていただきます。評価手順というところに

あるように、タイミングとしましては、実施予定、それから実施が終わったあとの実施状況、提

案に関しましては、本日の話し合いのように個々の提案の都度ということではなくて、その年に

出た全ての提案の結果が出たあとにという意味になりますが、提案状況という 3 つのタイミング

で評価があると思っております。 

実施予定ということにつきましては、シートの 2 ページ目のところですが、これは各課が実施

予定を立てるに当たって記入するシートということで、これをまず各課に記入してもらいます。

これについては、今年度既に皆さんご経験済みですけれども、各課から上がってきたものをこち

らの事務局でまとめまして、皆さんに一覧表のような形で出します。それでいいのかどうかとい

うことを見ていただきますが、今年度既に第 1 回のときに皆さんからご指摘をいただいて、例え

ば「行政活動の概要というのが入っていなければ一覧表を見ても分からない。」とか、「複数の市

民参加手続をやらない理由、これを出して欲しい。」ということがありましたので、そのあたりは

既にこのシートに反映する形で、予め記入して出してもらおうというふうに考えております。 

それから次に 3 ページ、4 ページに行きますが、実施状況というところになります。1 ページに

もう 1 回戻ってください。実施状況の評価というときに出てくる一つの観点として、今いろいろ

な評価ばやりですけれども、そのときにアウトプットといわれる、やらなければいけないことを

どれだけやったのかという活動指標と、アウトカムという、どんな変化がそれによってもたらさ

れたのかという成果指標があるわけですが、実施状況についてもこの両方の観点があるというふ

うに考えられます。 

それで、そのことを頭に入れていただいた上で 3、4 ページを見ていただきたいのですが、まず

アウトプットのうち、これも量的なものと質的なものがあると思いますが、量的に数値でやった

かどうかを測るものとか、それによって何人の人が参加したかというものにつきましては、各課

にその結果を数字など主に記入してもらうような形の記入シートを準備したらどうかということ

で、サンプルとしてこういったものを作っております。これはアウトプットの中の量的な項目と

いうことについてです。 

一方で、質的な項目ですが、例えば、市政だよりにこういった市民参加の方法をとりますとい

うことが出ます。あるいはチラシなどが自治会回覧などで回ります。その周知の内容が分かりに

くいものであったり、魅力的なものでなかったりすると、当然参加者が少なくなることにつなが

ると思います。そういう意味で、実際にその周知したときに使った市政だよりやチラシの内容を

評価するものです。それから逆に様々な意見に対して、市の考え方というのを示していくわけで

すが、市の考え方に関しては、今日の提案手続の場合は、委員会のほうで、途中で委員会の考え

も受けた上で結論が出る形になりますが、市民参加手続に関しましては、出たあとの結果を事後

的にみていただく形になるわけです。そういう意味でいうと、市の答えとして、こういう答え方
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をしましたということについて、「ちょっとそういう言い方はないでしょう。」とか、「もうちょっ

とこういうことについて答えなければいけなかったのではないか」といったことについては、公

表資料という形で実施状況として出たものについて皆さんに見ていただいて、もっとこのような

答え方が必要だとかを、評価していただけると思います。そのような生の素材を見ていただいて

判断していただくのが、そういう質的な部分になるのだろうと思っております。因みに審議会等

ですとか、市民会議手続になると、今度は議論をする形の参加の方法になりますので、例えばそ

こに参加している委員の方からアンケートをとって、話し合いがしやすかったかとか、発言がち

ゃんとみんなでできる進行になっていたかとかを見ていただくということを考えております。 

生の素材を提供して見ていただくわけですが、ここで皆さんにやっていただくことが発生して

きます。つまり、そういった質的なものに関しては生の素材、それから量的なものに関しては、

先程の各課が上げてくるシート、これを事前に見ていただいて、評価シートという、５ページ 6

ページになりますが、こちらを皆さんに作成していただくということはどうか、というふうに思

っているところであります。 

つまり、ここの会議の場に集まりまして、その都度、評価する。今日はまだそんなに大した分

量の案件は出てきていませんが、数が年度末ぐらいになると貯まってきます。そういうものを一

度に全部その都度ゼロから議論していくと、いくら時間があっても足りないということもあって、

予めこの評価シートに記入していただいたうち、ほとんどの皆さんが適正であると判断している

ものは、もう良しとしましょうとする。一方、ちょっと意見が割れているとか適正でない、これ

は問題だというような手続きがあった場合には、そこを集中的に取り上げて議論するというよう

なこともできると思っておりますので、予め労力がかかってしまうという難点があるかもしれま

せんが、こういう評価シートを作成していただいて、それを事務局で取りまとめて、その上で議

論していただくという流れはどうかと考えているところです。そこまでが市民参加手続の実施状

況ということになります。 

一方、提案に関してですが、提案に関しても基本的に実施状況と似たような流れにはなってま

いります。ただし、あとで説明しますが、市民参加手続きのほうは、市の側が市民に呼びかけて

やるやり方ですので、市の側の狙いというものが入ってくるかと思います。ですが、提案のほう

は、狙いというものが市の側にはありませんので、狙いを持っているのはむしろ提案する市民の

側でしょうから、そういう意味で言うと、アウトカム的な部分はないだろうということで、アウ

トプットの質的、量的という部分だけになってくるかと思います。基本的には市民参加手続の実

施状況の場合とやり方は似ていますが、一つだけ違うのは、先程言いましたように、提案手続に

関しては皆さん 1 回先に、途中の過程で意見を挟むということができるようになっています。そ

れに対して市民参加手続のほうは完全に事後です。ここがちょっと違います。それで、こちらの

ほうとしてやることとしましては、事務局が、まずはその年度に出た提案に関しての全てを、要

するに途中の具体のところは皆さん見ていらっしゃるので、一覧を作った形で出すと、その上で

判断していただくという形になると思っております。これについても 8 ページにありますが、同

様に提案状況に対する評価シートというのを作っていただいて、それを基に最終的に年度のトー

タルとしての提案状況についての委員会としての結論を出していただくということになります。 

ちょっと保留しておりましたアウトカムという非常に難しい指標を、どう市民参加の評価に取

り上げていくのかということですが、今試みにこのシートの中にも入れているということで、と
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りあえずチャレンジングなところがあります。これにつきましては、まず 2 ページをご覧くださ

い。一番下のところ、各課が実施予定を立てる段階で、例えばここに例として書いてありますが、

この市民参加手続を実施することで、市民生活の課題を直接聴取することができるという効果を

期待してこの手続きをやりますよとか、あるいは、例えば審議会等をやった場合に、そこに参加

した公募の市民の方が実際に自分たちで何か次の行動に移ってくれると期待して公募の委員を入

れるんだとかいったことがあったりするだろうと思っております。そういうものをこの記入シー

トの時点で各課に上げてもらって、実施が終わったあと、4 ページの最後のほうになりますけれど

も、期待していた効果、先程の記入シートの時に書いていた期待する効果が実際に達成できてい

るかどうかということについて、各課の自己判断になりますが、そういうものを記入してもらう

のはどうかと考えているところであります。 

アウトカムは、どんな指標にするか自体が非常に難しいことですが、これは市全体として取り

組んでいる、例えば事務事業評価などと関連して、市民参加でこういうことをやってもらうこと

で、市全体の仕事の質が上がっていくのだという観点から、指標を各課で設けてもらうというこ

とになるのだろうと考えています。 

以上がシートごとの具体的な評価の方法の説明ということになります。最後に資料 2 のあとに

No.2―2 というのと No.2－3 という資料が続いております。これは何かと申しますと、今年既に市

民参加条例に基づいて行われている手続きに関して、一応形になっているものということになり

ます。資料 2－2は、みそら団地方面から物井駅東口への新設道路の整備計画の策定ということで、

これに関しては意見提出手続、いわゆるパブリックコメントを実施しまして、そこで寄せられた

意見に対する市の考え方を出して、もう既に公表済みということで、ある意味予定していたもの

が全く終わっているというものになります。一方で 2－3は、これは私たちの課が担当しているも

のですが、市民協働制度導入のための指針の策定というもので、こちらに関しては、その策定に

関して意見交換会手続というものだけが、予定していたもののうち済んでいます。ただし、意見

交換会で寄せられた意見についての結果公表の資料というのは作成中でありまして、これに関し

ては、意見交換会に関して参加してくださいと呼びかけたときの資料、それから意見交換会で提

示した資料といったものにとどまりますが、そういったものが入っているという形になります。 

今回この評価方法を考えていただくに当たり、何も素材がないと評価方法も何も考えようがな

いという部分があると思いますので、既に実施したこの２つの案件につきまして、先程の、例え

ば質的な部分はこういう案を提示してやりましたとか、こういうチラシで募集しましたとか、こ

んな答えを出していますとか、そういったことについては、まずこれを見ていただきながら、具

体的な話ができるだろうと思って出させていただいているところです。 

事務局として、特にご議論ご意見をいただきたいことが２つありまして、一つは、今回提示し

ましたような評価手順ですとか、評価項目ですとか、それを具体化したこの記入シート、この内

容についてどうなのかということです。量がありますので、細かいところまでは議論できないか

もしれませんが、これについてどうかという点、もう一つは、先程も何度か言いましたが、評価

シートに皆さんに記入していただくということは、皆さんに労力がかかってしまう部分が出てく

ると思います。そのような作業負担の点など、ここについてどうなのかというところ、主にこの

２点について皆さんにご議論いただいてご意見をいただきたいと思っています。まずは、ご質問

も含めましてお話いただければと思います。 
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以上になります。 

（委員長） 

ありがとうございました。それでは、まず説明をいただいたことについての質問でも結構です。

それから、今説明がありましたように、この資料 2 に示されました各シートですが、委員として

書くものが 5～6 ページ、これは市民参加手続の実施状況について我々が書く、委員に書いていた

だきたいというシート、それから 8 ページは、市民提案手続について、これは全部まとまった後

の毎回に書いてもらいたいシートです。これらについてシートの内容がどうか、評価手順、評価

項目等の中身ですね、それと、我々がやらなければいけないわけですから、その負荷といいます

か負担、この当たりを含めて質問、意見どちらでも結構ですのでお願いします。 

 イメージとしては、この資料の 2－2 と 2－3 のものを各所属が各項目に具体的に書いてきたも

のと実際にこのパブリックコメントの結果を見て、このシートを我々が埋めてくるということで

すね。 

（中嶌委員）  

多分、各事業について、全ての市民参加手続をするわけではないので、大分ぎっしり書いてあ

りますが、ブランクがあることはあるのだろうと思いますが、ただ私たち委員のほうで書き入れ

るにしても、この各所属で事業について書いていただいたペラだけを見るのではなく、実際に、

今日いただいた資料、2－2、2－3 のような具体的な資料がないとデータが出ないということを考

えると、結構大変だなという印象があって、件数があり集中してしまった場合、委員間で分担し

合うとか、そういう方法もあるのかなという気もしました。あと、所属課でも書類を作ったり、

資料を用意していただくのは大変かなと思いますが、所属課の負担感はあるのでしょうか。 

（永澤委員） 

 その前に理解できないのは No.２の 1 のところです。市民参加条例の運用の評価手順とか、実施

予定、実施状況、提案状況とありますが、どういう意味なのか、2、3 日夜読んでもよく分かりま

せんでした。どういう意味ですか。 

（庄嶋）  

これは、条例のほうに出てくる言葉なのですけれども、前回、第 1 回のときに今年こういうこ

とをやりますよ、こういう市民参加手続をとりますよ、ということをやったものがあったかと思

いますが、あれが実施状況というものになります。具体的に申し上げますと、条例の第 16 条をご

覧いただけますでしょうか。ここに市民参加手続の実施予定等の公表ということが出ていまして、

「市の機関は市民参加手続の実施予定及び実施状況、市民提案手続の提案状況、その他必要な事

項を毎年度 1 回公表するものとする」ということで、今使った実施予定、実施状況、提案状況と

いう言葉は、この第 16 条にすべて出てくるものです。 

実施予定というのは、市民参加手続は、市の側が市民の皆さんに参加を呼びかけて行うもので

すので、それを年度の初めのほうで、「今年は、この部分について市民参加の手続きをとります。」

ということを予定としてまとめるものです。それを実際に実施したあとに、このような形で参加

が何人ありましたとか、このような意見が寄せられましたとかといったことを公表しますが、そ

れが実施状況ということになります。 

市民参加手続ではなく、市民の皆さんが自発的に提案する、先程ご議論をいただいた市民提案

手続、これに関しては 1個 1 個の案件について、この委員会が途中で提案をどう扱うかについて、
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今日のように議論できる部分がありますが、それを受けて、「この提案についてはこのように回答

しました。」というような結果が貯まりますので、それをまとめたものを提案状況というふうな言

い方にしています。 

そのようにまとめて公表する形のものが 3 種類あるということになっています。 

（委員長） 

 市民提案については、今日議論しましたが、それとは切り離したほうがいいです。今日の資料

でいくと、8 ページです。我々は、今回は 19 年度第 1 回の市民提案手続として 1 件だけ出てきて

いる先ほどの市民提案の資料と前の７ページを基に、評価シートに記入していくことになります。 

（永澤委員） 

 8 ページであれば、市民提案手続は、この紙 1 枚でやるということですね。 

（委員長） 

 その前の実施予定と実施状況はセット物です。実施予定は、変更されたということで今日の資

料 3 にもなっていますが、こういうものが一つ出てきて、これについてのシートは、我々には特

になく、それで評価は 1 回の会議で行う、それから、実施状況は沢山貯まると困るので、会議を

開く時に、前回からそれまでに貯まった、意見提出だとか、会議だとか、実際に行った市民参加

で終わったものについてと、この個別のものと、それから所属が作ってくる実施状況を見ながら

我々が評価シートを書く、そういうことですね。 

（栗原委員）  

委員長からは、まとまった形で来るということでしたけれども、その都度来るのではないので

すか。 

（庄嶋） 

その都度といいますのは、・・・。   

（栗原委員）  

資料ができ上がった段階で各委員に送付されて、それで各委員がチェックシートを作って送り

返すというような、そのような考えではないのですか。 

（庄嶋） 

 それだと逆に煩雑になるかもしれないので、「来年度の第 2 回委員会で扱うのはこれとこれで

す。」と、ある一定のタイミングで決まった場合に、それらをまとめてお送りする形だろうと思っ

ていますが、その辺はどうでしょうか。 

（委員長） 

 そのほうが対応しやすいような気がします。 

（庄嶋） 

 そうですね。そういうふうに一応想定はしていました。逆にその都度という話では、その都度

かもしれません。 

（栗原委員） 

 会議開催前のできるだけ早い段階で書類等をいただいていれば、それまでに自分の考え方をま

とめて、それなりに自分でチェックシートを埋めてから、この会議に参加するということはでき

ます。ただし、実施予定表を見ますと、1 年を通して頻繁に毎月のように何らかの市民参加手続が

行われているわけで、あるいはそれこそ翌年にまたがっているものもあるでしょうし、どういう
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やり方をとっても意外に大変かなというのは確かに感じます。 

（宮原委員） 

  私もちょっと分からないのですが、この審議会等の手続き、市民会議の手続きを、我々がどのよ

うにしてこの評価をするための資料か、市民会議等に参加しなくてはいけないのか、何でそれが分

かるのか、審議会等にいちいち参加しないといけないのかというような、そのような疑念が出てき

ます。 

（庄嶋） 

 これは、その都度、皆さんに出席していただくことではありません。これについては 3、4 ペー

ジのところで、それを担当している各課が「こういうような形で実施しました。」ということにつ

いて、数字上の報告というのはそこで行います。それを、例えば 3 ページの下のほうの審議会等

手続ということでみると、何時から何時まで開催したとか、傍聴の方のために、この会議をやる

ことを周知し始めたのはこの時期だということですとか、実際に参加した人数は何人だとか、そ

のうちの発言者はこうであったとか、そういうものは各課がデータ化して出してきます。その上

で、量的な部分についてみると、ここはまた難しいところですけれども、例えば参加が少ないと

か、発言が十分に行き届いていないようだとか、委員は何人も参加しているのに発言した人は少

ないようだとか、何か問題があるのではないかというような指摘があるのだろうと思います。た

だそこだけだと質的なほうの観点で見えないところがありまして、例えばそこの会議に参加して

いる委員の人たちから取ったアンケートで、「進行があまり良くなくて、発言したいときにできな

かった。」とか、そういうのがまとめて出てきたりするとしますと、それについて、「やはり皆さ

んが発言できるように配慮した進行をお願いすべきだ。」というようなことを評価していただくの

だろうと、そのようなイメージになります。 

実はこういう委員会が第三者機関という形の附属機関の扱いではなくて、全員公募型の推進評

価組織をとっているところなどは、実際に委員の方が傍聴にいったりして、その様子を見て、そ

のあと評価されたりしているところも自治体によってはあります。しかし、附属機関であるこの

委員会に関しては、そこまではきないと思っています。 

（大倉委員） 

 市民提案手続で、提案者の評価というものは必要ではないかなと思いますが、いかがでしょう

か。 

（庄嶋） 

なるほど。多分、今日の先程の前半の話もそうだったと思いますが、今のところ一定の基準が

ないので、どういうやり取りをしたかというところを、今回は簡潔な形で、確認したのはこれと

これだけだとしか示せなかったのですが、本当は、やり取りした内容をもう少し詳細に報告をす

るとか、そういう形のことがまず必要だろうと感じているところです。その上で、例えば、これ

はちょっと分かりませんが、結果を通知したあとに、それを受け取った側から返事をいただくと

か、「そういうものを報告せよ。」ということであれば、これも無い話ではないと思います。その

辺自体がまだ形になっていない部分であって、その可能性はあるだろうと思います。 

（委員長） 

 いずれにしても試行的になるでしょうから、今、大倉委員が言われたように、提案者が結果に

ついて一番評価をしたいとすれば、７ページのところに項目を設けるとか、それをもって我々は
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評価をするということも考えられます。 

その他、いかがですか。 

（三木委員） 

  評価シートに各委員が記載するということは、それはそれでいいと思いますが、それぞれが評価

したものがどのように扱われるのか、最終的にどのようにまとめられるのかが非常に重要だと思い

ます。というのは、先程、中嶌委員からもありましたが、委員会としての評価というよりも、明ら

かに各委員の個人の主観による評価ですね。なので、おそらく「適切である、一部適切でない」と

いう評価が大事というよりも、何故そう考えたのかという理由が明らかに重要な評価シートですね。

そうすると、そこの内容というのは、おそらく同じものを見ても同じ評価をするとは限らないので、

いろいろな意見が出てしまうだろうと思います。量的に適切であるのが何人であったというよりも、

何故そう考えたのかということにちょっと着目せざるを得ないという部分が出てくると思います。

特に、手持ちの情報が大変限られてしまうというのが読めないところがあって、審議会等手続の評

価というのは、これは正直、私やるのが怖いです。 

委員の人のアンケートというのも、自分の意に沿わないような方向に議論が流れた場合に出て

くる意見と、自分の意に沿って出てきた意見とは違ってきますし、実際に第三者機関に入ってい

て、いろいろな委員がいらっしゃいますが、一人だけ殆ど発言をしない方がいて、委員長から「よ

ろしいですか」と聞かれたときに、「はい」と言ったきりなのにお名前が出てくるというのがあっ

て、発言者の人数というのも、誰がどれだけ話したかということで、おそらく議論の手法が変わ

ってくるというのがあると思います。そうすると、この質的な評価をするということは、その場

にいないとか、議事録を見ていないとか、資料を手にしていないとかで、大変躊躇して正直怖い

です。ここで出てきた評価シートそのものをどう扱うか、あるいはその結果を踏まえて、ここで

何をするのかということも含めて、合意をとった上でやらないと、おそらく混乱するのかなとい

うのが一つの私の意見です。 

あともう一つ、その 5 ページの各委員の評価シートの中に、「実施状況の適切さ」とありますが、

「実施状況の適切さ」とは一体何を指すのか非常に分かりにくいです。実施状況というのは公表

すると書いてありますが、質的な評価となれば、公表した内容が適切であるということでは、お

そらく、ないと思います。そうだとすると、例えばパブリックコメントを実施した時期が適切で

あったかとか、そういうことも含めた実施状況の適切さということになると思います。今いただ

いている資料だけではとても評価できないとなるので、それぞれが何を言っているのか、何を指

しているのかということについても、共通理解ができるような形にしていただかないと、怖くて

評価はできないというのが正直なところです。 

（宮原委員） 

 1 項目、「分からない」ということをつけ加えていただきたいです。 

（庄嶋） 

 選択するところに「判断できない」というようなことですか。 

（宮原委員） 

 判断しかねることかがあるような気がします。 

（庄嶋） 

 ここも「適切である」と「適切でない」というのが一番単純ですけど、真ん中に「一部」とか
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入れてあって、それ自体もどうなのかと思いつつ、皆さんのご意見をいただけたらと思っていま

した。今、宮原委員がおっしゃっていただいたのは、そもそも判断しかねるというような意味で

「分からない」というものが必要ではないかということです。 

（永澤委員） 

 この評価シートというのは、先進的な他の市町村では、何かモデルはありますか。 

（庄嶋） 

 評価シートというもので評価し始めているところは、今のところ埼玉県の和光市が今年度から

導入しているのがおそらく唯一の例だと思います。あとはちょっと違うタイプのものを同じ千葉

県の白井市がやっていますが、こういうシートとは違います。各課がいろいろと出した結果を、

こういうシートに入れて、それを見て委員会が言葉を入れるタイプのものは、和光市が、今年度、

施行 4 年目ぐらいにしてようやく取り組んだという形で、こういう意識を持ってやっていない自

治体のほうが多いと思います。ただ必要ということは言えると思います。 

（栗原委員） 

 大変消極的な意見を申し上げます。私も、最初、宮原委員と同じ感想を抱きまして、ある意味

パブリックコメント、意見提出手続につきましては、比較的判断はしやすいと思いますが、意見

交換会や審議会、市民会議の質的な内容を評価していくというのは、客観的に見て、果たして我々

でできるのかどうか、評価を量的にも質的にも多方面にわたって行っていくべきだというのは分

かりますが、果たしてそれがこの委員会でそこまで可能なのだろうかということです。ほとんど

が私たちとしては分からないようなところにチェックが出てしまうのではないか思います。理想

とは思います。こういうところまで踏み込んだ評価ができれば、これは本当に市民参加にとって

素晴らしい提言になると思うし、評価していく上では、確かにここまで評価しなければ評価は出

せないというのも分かりますが、果たしてこの委員会の中で、これを背負い切れるものになるの

だろうかという疑問は持っています。 

（委員長） 

 「分からない部分まで判断できない」とおっしゃることは、そのとおりです。こういう評価と

いうのは、自治体では行政評価とか政策評価とか言っていまして、その中で、やはり第三者が評

価することができないという例を聞きます。因みに、私が勤めていた横須賀市では、その結果、

評価制度自体を廃止されてしまいました。市民評価だけではなくて、行政を評価するシステムを

やめてしまったので、それはそれでどうなのだろうと思います。 

これは条例になっているので、そうはならないでしょうけど、市民参加の制度がしっかり運用

されている、実効性を持って実施されているかを確認するにはどうしたらいいかということです。

実施しているといいながら、事例もそんなにないわけですから、皆さんの意見を踏まえながら行

ってみて、難しければ制度変更して、その評価の仕方を変えていくということが一番望ましい方

法ではないでしょうか。 

それで、あえてもう一つ申し上げると、先程、例えば意見交換会等についてアンケート調査を

しようという話がありましたが、市の機関側が、意見交換は難しいかもしれませんが、また資料

の分かりやすさの欄に分かりにくいとは書けないかもしれませんが、我々が行うシートと同じよ

うな自己評価をしたらどうでしょうか。我々が評価をするときには、いきなり客観的に全ていろ

いろなものを集めようとしますが、難しいです。何かしらの仕事というか、そういう行政評価の
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仕方、行政外からの評価、それを受けて、第三者機関は、その評価が甘いのではないのかとかと

いう評価をすることになります。ゼロからよりもそのほうがいいかなと、私は、そう思います。

また見るものが増えてしまいますが、委員の皆さん、どうでしょうか。 

（栗原委員） 

  宮代町でしたか、行政のほうで、ある程度数値化した評価を出した上で検討していけるような、

そういうシステムを持っているところもあると聞いています。今回、事務局でこういうものを一所

懸命考えて作っていただいて、我々も評価委員として頑張ろうということで参加しておりますので、

極力頑張っていこうと思いますけど、やはり委員長がおっしゃられたような、ある程度評価された

ものを評価していくようなシステムであれば、ある程度の成果は出せるのではないかと思います。

果たして、どの程度の成果がこの委員会の中で出せるか、現状ですと、やって見なければ分からな

いといえばそのとおりではありますが、厳しいかなというのが個人的な考えです。 

（宮原委員） 

 事務局で、事務局が思い描いている目標を含めて総括という形で出していただければと思いま

す。目標があれば結果があるわけでして、それとの比較になるわけですが、我々はただ審査する

だけで、こうと思い描く目標自体もありません。できれば、委員長がおっしゃられたような形で

やっていただければありがたいなと思います。 

（委員長） 

 大体意見が出揃ったと思います。我々にしても各所属にしても負担が増える可能性があります

が、今いくつか挙がった意見を取り入れて、効率的かつ客観的に評価をしやすいシートにしても

らうということでよろしいでしょうか。 

（事務局） 

  分かりました。 

（委員長） 

 それでは、最初にありましたように、今回で確定ではなくて、次回にもう一度シートを示して

いただきますので、そこで今日の意見を踏まえた我々も評価しやすいものを次回検討してみると

いうことでよろしいでしょうか。 

（庄嶋） 

今、最後に栗原委員や宮原委員がおっしゃっていた件ですが、事務局として皆さんに聞きたい

というところがあります。実際に各課が運用した結果で、こちら条例所管課として、このやり方

はどうなのかなと思っても、同じ役所の中では、お互い、なかなか言いづらいところがあったり

して、第三者機関で意見を聞いた上で、より客観的な第三者の意見として、「それはやっぱりちょ

っと」いうようなお話があったりすると、変な話ですが、我々としても違うところからもこうい

う意見がもらえたということが言えるということがあったりします。例えばその１例として、資

料 2―2 と 2－3 をせっかくつけているので、皆さんご意見があれば言っていただきたいのですが、

ちょっと思ったところなどを申し上げると、2－2 のほうですが、これは意見提出手続という形で、

いわゆるパブリックコメントという文書で意見を寄せていただく方式ですが、当然意見を寄せて

くださいというに当たっては、案を示すわけです。今回のこの場合の案は何かというと、この横

長で色付きになっている図面です。これと、この次にこういう立体的なというか、車と人が通っ

ているような図面がありますが、案というのは、この 2 枚だけです。これで結果としては 8 名の
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方から 9 件の意見が寄せられたということで、これを見てご意見を出してくださった方もいたわ

けですが、案の出し方としてこれはどうなのかなと思うところがあったりします。 

例えば、案という以上は最低でもこういうことは盛り込むべきではないかとか、そういうこと

について判例ではありませんけれども、少しずつこの委員会で議論をしていただきながら、「最低

こういうことは情報として出してください」ということにつなげていきたいと思っております。

今回は、何も前例がない中でやりましたので、この図面 2 枚だけというのはどうなのかと、担当

として私が思ったところでもあります。そういう投げ掛け方をしてみるのもあるのだろうと思い

ます。 

（栗原委員） 

 私も、実は 2－2 のほうしか見ていないのですが、パブコメがどういう形で事前に案内されるの

かをインターネットで確認しました。ネットで見まして、この 2 枚の図面は非常に小さく、地域

の人しか理解できません。私も四街道に 50 年住んでいまして、この図を見たときに一体どこが駅

でどこの道が何を指しているのかと思ったくらい、この図の中では分からないです。地域の方は

当然そういった計画を知っていますからご存知かと思いますが、市民全体にとってみると、ネッ

トの中では、画面で見ても分からない、プリントアウトして見ても分からない。拡大しないと分

からないというような形、図面上では負担を感じました。 

ただし、2 案出てきたというのは、私は、非常に評価しています。今まで行政は都市計画につい

て、イエスかノーかの 1 案なのです。その意味では、その複数案提示した中で、市民の側に意見

を求めるというのは良い案ですが、ただ問題になったのは 2 案が出ていながらその根拠です。主

なる根拠が載せられずに、2 案が出されても、どういう理由でその 2つの案が課の中で最終的に残

ったのか、ある意味で予算的なものを重視したのか、安全面を重視したのか、地域住民の意見を

重視したのか、何をその重要なポイントとして 2 案が作られたのかということも分かりません。 

このように出されてしまいますと、やはり行政は待っていましたとばかりに、「実は 1 案は市民

の皆さんがそうおっしゃっていただいたとおり、こういうことを考えて提出したものです。2 案目

はこうです」と、そういう形での答弁の仕方になっているのです。そうしますと、本当に変な意

味、予算すら、大凡の想定金額も事前に開示されていないと、例えばこれ 2 億、3 億という工事だ

と思いますが、これがもしも 10 億だ 20 億だという時に地域住民だけ知っていていいのか、四街

道全体の中でここだけで 20 億も使っていいのかみたいな考えは、地域住民の方はお分かりになら

れるかと思いますが、一般の市民では分かりません｡ 

ですから、案を提示した以上は、案の根拠みたいなものを当然明示してもらいたいです。概算

設計でも､ある程度図面ができれば、都市部の方はすぐに積算します。大きなものだったら自分は

使わないけれども、こういう意見は述べたいということもできますので、概算積算、概算の予算

ぐらいは出してもらいたいです。その他に、できれば、こういう案も最終段階では残ったけれど

も、こういう理由で取り上げなかったみたいなものが入っていれば、更により膨らんで都市計画

案は考えられるかなと思いました。 

（宮原委員） 

 分からないことがあったときに聞けるような、そのようなシステムを作っていただけるとあり

がたいなと思います。例えば、今日出てきた提案、市民提案は 1 件だけでしたが、私そのとき、「何

故 1 件だけなのだろうかと。その 1 件が良いのか悪いのか、もっと多く出てもしかるべきではな
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いか。」と、ふと思いました。その場合に千代田から提案が出ていますので、千代田の学区の説明

会に何人集まったのかなと私自身はこう思ったわけです。そういう情報を聞けるような、気軽に

聞けるような、それは尋ねていけば聞けるのでしょうけど、そのような・・ 

（栗原委員） 

総合窓口みたいなものがあるといいですね。 

（宮原委員） 

 そうですね。どなたに聞けばいいかなということも分からないのですけども、「ちょっと聞きた

いのですが、」というようなものができればいいなという感じがしております。 

（委員長） 

 回答ではなくて、こういうパブリックコメントが出されたものに対して、見ただけでは分から

ないから、問い直せるようなシステムをという意見ですね。今回資料 2－2 でも 2－3 でも構いま

せんが、これを例にしてみて、特に 2－2 でいけば、図面 2 枚だけで出されたことに対して、詳細

な工事費だとか、工法とか、その見積ですとか、できれば根拠を示すとかを問い直すシステムで

すね。 

（三木委員） 

 2－2 ではなくて、2－3 を見ていて思ったのですが、おそらく案がついて資料がないなと思って

見ていたのですけれども、2－3 も今回市民協働指針の一部ということですが、いきなり定義が出

てきて、その下に参考資料というのが出てきていますが、そもそも何をしようとしているのか分

からない資料なのです。その政策として、一部の意見を聞きたいということは分かりますが、そ

もそも政策として何をしようとしているのか、どこをやっているのかというふうに資料を出さな

いと、実は、何に意見を出せばいいのかよく分からないと思います。その場では説明されるかも

しれないけど、会場に参加していた人はなんとなく分かるかもしれませんが、この資料だけ公表

されても、何をしようとしているのか分からないということになってしまうと思います。そもそ

も、案としては、この部分だけでも、何故この案が出てきているのか、資料の部分を案と資料を

分けて案に対する説明資料というのをきっちり作るというふうにしていただかないと、おそらく

意見として、本来行政が望むような形の意見が出にくくなってしまったりとか、逆にやったこと

がそんなにプラスに働かないことになってしまうと、それは本末転倒なので、その点は案と資料

をきちんと分けて、資料のところでは背景とかも含めてきちっと出す、案のところは意見を聞き

たいので、そのものは分かりやすく示していただく、分けて資料の作成をしていただく必要があ

るのかなというふうに思いました。 

（委員長） 

 おっしゃるとおりです。私もあえて申し上げると、パブリックコメントにしても意見交換会に

しても大事なのは、意見交換でこういう意見がある、こういう質問がある、パブリックコメント

にも意見が出てくるというときに、「それは、ここに書いてありますよ。」と言えるようになって

いなければいけないのです。そのあと回答に書くのではなくて、回答は先に書いてあるパブリッ

クコメントの素案であり資料なのです。だから 2－2 でいけば、何故この道路を作る必要があるの

か、要らないということだってあり得ます。「必要があるのか、メリット、デメリットは」という

ものは先に出して、意見が出る前に、意見が出ないくらいにしておかなければならないのです。

この場合だったら 1 案のほうが良いとか、本当は詳細に出してあげて且つ概要が分かってという
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資料が良いと思います。 

 ただし、あえて言うと、どちらも、2案出ていることだとか、それから市民協働指針についても、

まずは皆さんの意見を聴き、その後、もっと具体的にどうしていくか検討するための、早い段階

での意見募集であり意見交換会なので、非常に意義があります。 

したがって、どちらも、もう一度パブリックコメントを行わなければ駄目な案件だと思います。

道路については、どちらかに決まる、または第 3 案が出てきたら、それについて意見募集をしな

ければいけません。そうでないと、その回答になっていません。それから、市民協働のほうは、

この次に、もちろんパブリックコメントでも構いませんが、もう一度市民意見を聴く機会を設け

なければならないということをつけ加えさせていただきます。 

その他、何かありますか。 

（佐々木委員） 

 記入シートとこういう形での資料というのは、ワンパックで使うということですか。 

（庄嶋） 

 想定としてはそうです。 

（委員長） 

 要するに、これでは全然市民が意見を出せる状態ではないです。もう既にやったものはしょう

がないですが、今後更に、より市民の立場で意見が出せるかつ概要が・・・。 

（永澤委員） 

 内容の確認だけですが、この協働制度導入云々というのは 12 回やって全部で 60 人ですか。淋

しかったでしょう。 

 例えば、8月 12 日に西中でやった時点で、あと 2、3 回でやめようとか改めればよかったのです。

大変なロスです。おそらく 0 もあったのではないですか。 

（庄嶋） 

 最終回は 0 でした。 

（永澤委員） 

  今のヨッピィみたいなものです。淋しすぎます。現実的ではないのです。12 回もやったら他の

仕事ができるでしょう。北と南と中とかの 3 回ぐらいで終わるとか。そんな 12 回もやってびっく

りしました。委員会は 60 人で平均 5人、説明者のほうが多いですね。 

（庄嶋） 

同数ぐらいです。 

（委員長） 

それが難しいのは、1 人でも 2 人でも来られるから来ているわけです。もし、やめてしまえば行

くつもりだった人が行けないことになります。それは効率性もあるかも知れないけれども、門戸

を閉ざすことにもなるので、よくよく考えないといけません。大事なことは、参加者を増やすこ

とです。参加できるような周知をするとか、参加したくなるような仕組みを作らなければいけな

いのであって、そこは、むしろ効率的にやる方法もあるでしょう。回数を絞って、来やすい場所

で、平日の夜に駅前で実施するとか、いろいろな方法を考えればいいのだと思います。 

（永澤委員） 

 あるいは、自治会の力を使ってサンプルをやって。 
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（宮原委員） 

因みに８月 29 日の千代田公民館ホールでやったのは何人ぐらいでしたか。 

（庄嶋） 

 4 名です。 

（宮原委員） 

  それで、意見も出てきたということですか。 

（庄嶋） 

 意見は出ました。 

（委員長） 

 それでは、今の部分については、事務局側の案を含めて皆さんの意見ということでした。前段

の評価シートについては、次回、今日の皆さんの意見を踏まえた提案を事務局からいただいて、

そこで審議をしたいと思います。 

（三木委員） 

 チェックシートのところで考慮していただきたいのは、量的な評価と質的な評価が混ざりやす

いところがあると思います。意見の取り扱いの適切さなどは、どのくらいの意見が反映されてい

るかという数的な評価に寄りがちなところがあって、混ざりやすい部分でもあるので、質的な評

価で何を期待しているのかということも明確に出して、もう少し考えてもらいたいと思います。 

（委員長） 

 それでは、それも一緒に考えてください。議題については以上です。 

（委員長） 

 その他については何かありますか。 

（鵜澤課長） 

 報告事項として 3 点ほど、それから次回の委員会の大まかな日程といいましょうか、そちらの

ほうのご相談が 1 件になります。 

まず、資料 No.3 と 4 が報告になります。資料 No.3 につきましては、推進評価委員会でご審議

いただいた実施予定一覧をホームページで公表した後、変更した部分を網掛けの形にして公表し

ているものです。先の委員会の際に、変更した箇所をどの時点で変更したのか分かるようにして

公表するようにというご指摘をいただいたということで、今現在の公表のスタイルは、当初の公

表から変わった箇所に網掛けをして載せるということで、随時、更新しています。 

実施方法が変わっているものは、当初は審議会等手続と位置付けていましたが、担当課に確認

しましたところ、審議会等手続ではなくて、その他に分類することが正しかったということです。

それから、実施時期がずれたもの、あるいは実施が終わったので済みになっているものがありま

す。それから、12 番、13 番、14 番は、当初は入っていませんでしたが、地域防災計画は本年の 3

月の策定としようと思っていたのですが、どんどん時期が伸びてきてしまってきている中で、こ

こまで引っ張ったのであれば、これはパブリックコメントをやっていただくことにしようという

形で入ったものでございます。 

それから、第 2 回目の市民提案を受け付ける期間及び場所ということで、資料 No.4 になります

が、第 2 回目の市民提案を 12 月 10 日から、年末年始をまたぎますが、1 月 10 日までの１ヶ月間

を予定しています。こちらは、市内部の本部会で決定いたしましたということで、報告というこ
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とになります。 

それからもう 1 点、直接市民参加推進評価委員会に関わるという意味ではありませんが、四街

道市の市政におきまして、つい先日 25 日に住民投票条例が制定されたという事案が発生しました

ので、その成立いたしました条例と条例に関わります案件を説明するために、市が事前に配った

広報用の資料をセットでお渡ししています。市としての具体的な対応は、今どのようにやるかと

いうのを最終的に詰めているタイミングですので、近日中に対応がどのようになるかというのが

公表されると思いますが、まずはこういった動きがあるということを委員の皆様方にもご承知し

ていただきたいという趣旨での情報提供になります。 

それから、次回の市民評価推進評価委員会の大まかな日程になりますが、基本的には別紙 4 に

ございます第 2 回目の市民提案を受け付け、それに対して庁内で揉んだあと、また委員さんにお

願いするという形になると思っております。来年の 2 月 24 日に市議会議員選挙が予定されている

ということと、3 月 10 日ぐらいが議会の招集日になるであろうというようなスケジュールを勘案

いたしますと、2 月下旬から 3 月上旬というようなところで、次回の日程をお願いするようなこと

になろうかと考えております。年内のうちにできるだけ早めに、スケジュールのご連絡を差し上

げたいと思いますが、大まかなスケジュールといたしましては、そのぐらいの時期にあるという

ことでご承知おきいただきたいということでございます。 

事務局からの報告、その他は以上でございます。 

（委員長） 

 ありがとうございました。今の件で何か確認したい点とかはありますか。住民投票は直接請求

ですか。 

（鵜澤課長） 

直接請求による住民投票条例の制定ということでございます。 

（栗原委員） 

 過去に終わったことだと思いますが、このような市民参加でする以上、行政の内部は当然実績

が出たという形で、議会で承認を得た上でここまできたということは承知していますが、このよ

うな市民参加手法をとってきて、住民投票の結果はまだ出ておりませんけれども、その内容によ

っては、この会議の中で検討する余地があるとお考えなのでしょうか。 

（鵜澤課長） 

 この内容について、この委員会に諮る部分が出てくるのかどうかというお話になりますと、地

方自治法に基づく直接的な手続きという意味合いでは、この委員会で直接の案件として議論いた

だく場面は少ないのかなというか、スコープが違うのかなというふうには感じております。 

ただし、私どもは、この委員会でご議論していただいている市民参加をやるための手順ですと

か、そういったものの評価をいただくに際しましては、この案件についてやっているような市と

しての取り組みが果たしてどうなのかというような意味合いでのご検討をいただくには、十分に

価値のあることかなと考えます。この案件に関しまして、市がやってきた市民参加の形というと

ころでございますけれども、私どもが承知しているところですと、まずアンケート等に関しまし

ては、この案件に関して概ね 4 回程度実施されていると承知しております。 

まずは、土地区画整理事業を実施するに当たりまして、その土地区画整理事業をどのようにす

るべきかという計画を作る段階でのアンケートが一度、基本計画の見直し等に当たりまして、こ
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のブロックをどのような位置付けにするのかという案件でのアンケートが平成 8 年、13 年、18 年

とありますので、いわゆる市民意識調査としてのアンケートが 3 度、それから土地区画整理事業

を実施する計画をまとめるに当たりまして、まちづくり協議会、まちづくり懇談会のような形で、

地権者を中心とした市民の集まりの中での検討、それから関係機関、周辺の区長さんなどを集め

ての勉強会のような形で区画整理の提言をまとめ、それが、このパンフレットで最後のページが

経過のページとなっておりますので、そちらをご確認いただくと聞き取りやすいかと思います。 

そのような経過を経て、平成 12 年 8 月ぐらいに土地区画整理事業の決定をしております。その

土地区画整理事業の具体的な計画として、ふるさとの顔づくり計画書というものを作って、その

うちの第 2 回、建設予定地に地域交流施設などを位置付けるような形にしました。それから平成

14 年度になりますが、平成 12 年 10 月で市長が代わった後、区画整理自体は前市長の段階で決定

した案件になりますが、現高橋市長は、交流施設の建設にワークショップ手法を取り入れる取り

組みをしました。これは、全国の中でも比較的先進的な取り組みだったと理解しておりますが、

まずは四街道市の南部公共施設と呼ばれております「わろうべの里」という施設で、ワークショ

ップ手法で公共施設の中身を検討しました。 

それを受けて、今度は、新しく建設する都市核北地区の公共施設整備も市民ワークショップで

やろうということで、全 7 回のワークショップを開催いたしました。参加者は、スタッフ込みで、

延べ 350 人、スタッフを除いての実市民数は、１人の方が 3 回出ようが 4 回出ようが 1 回と数え

るやり方でいきますと、102 名ではございますが、こういった形で内容を決めてきました。 

それから、基本計画等を検討するに当たりまして、市民の皆様からも検討をいただくという意

味合いで、まちづくり市民会議というものを市民の方に立ち上げていただいて、そちらの方から

のご提言をいただきました。具体的には、その中で四街道中、セイコーの跡地の分科会を立ち上

げて、市民からの提言として、「やはり、そこのところに公共施設はこういうのが欲しいね。」と

いうご提言をいただきました。このような経過です。それからワークショップをまとめた形での

報告書。このワークショップをやる過程で、市政だよりの中に見開き 4 ページほどで、全世帯向

けに「アンケートに回答してください。」という形でのアンケートを、更に 1 度入れています。 

それから、平成 16 年度に基本設計予算の議決をいただき、明許繰越の議決もいただき、17 年度

には、基本設計予算の執行に当たって、市民説明会を市内の 5 会場で実施、それから市内の芸術

団体、高等学校生徒等との意見交換会を実施というような経過を経ながら行いました。 

これは、都市再生整備計画という一連の全体計画の中の 1 事業でございますので、その全体計

画を 17、18 年度でまとめて、18 年度末に都市再生整備計画という全体計画を国交省に採択いただ

きました。その上で、本年度、平成 19 年度は計画の初年度ということで、本年 3 月に予算を議会

でご承認いただき、市として事務を進め、本年度のまちづくり交付金という国の交付金も受け、

実施設計もこの 10 月で上がったというような段階でございますが、この時点で住民投票条例が制

定されたというような形になっております。 

この平成 12 年の区画整理から今回のまちづくり交付金決定までの間、市政だよりは月 2 回の発

行でございますが、市としてはこの都市核北地区に関連したところだけで、20 回以上の掲載をし

ているということ、ワークショップなどを実施しているところからすれば、決して他の団体等に

比べて劣るような取り組みではなかったというふうに考えているところではございましたが、住

民投票条例が賛成多数で制定されたという点からすれば、私どもの取り組みにまだ改善の余地が
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あったのかなというようなところも含めて、再検討しなければいけない部分もあったのかなと思

います。この部分については、私どもとしても難しい部分があるのかなというふうに考えており

ます。ちょっと長い説明になりました。 

（委員長） 

 よろしいでしょうか。それでは、長時間にわたってありがとうございました。 

（三木委員） 

議事録を手元にいただいていますが、これは通常だと一応確認して確定ということになるので

しょうが、これは案として今日持ち帰って、修正がある場合は事務局にお送りするという話です

か。 

（委員長） 

案が抜けていますね。 

（事務局） 

  申し訳ございません。 

（三木委員） 

  これはいつまでと期限を区切っていただかないと、なかなか見きれないと思います。次回までに

ということになれば。 

（委員長） 

 最初は、1週間から 10 日でということでお願いします。 

次回からは、その日でなく、まとまり次第すぐに流して、次の会のときには、これを皆さんが

承知している状態になっているようにしてください。 

今回は最初なので、10 日でいいですか。10 日以内に事務局のほうへ、皆さん、回答してくださ

い。 

（永澤委員） 

 この作成は、外部でやっているのですか。 

（吉橋室長） 

 １回目は内部でやりましたが、今回からは外部にお願いするようになると思います。 

（栗原委員） 

 発言の訂正といいますか、補足ですが、先程、私が、市民提案の発言の中で、原案を作る市民

委員会の考え方として、市民提案というのは、このような形のものでなければならないという議

論があったということだけをお伝えしてしまったのですが、当然それ以外にも市民委員会の中で、

「沢山の、数多くの意見が上がっていくということが大事なのだ。」との意見も多く出ました。「何

が大事かというと、上がった意見は、今まで行政のほうでいつも知らん振りをされてしまって、

なんら説明責任を負わない。市民のほうからいろいろな提案が上がったものを行政と話し合って

いくことが一番大切であって、そのような中から市民参加が生まれてくる。」と、そのような考え

方の意見も沢山ありましたので、先程の発言は、私のその当時の市民委員としての意見でありま

して、その他の市民委員の皆さん方の中にはどのような提案でも数多く上げて、ただ上がるだけ

ではなく、大事なことは行政のほうで明確な説明責任をもって、その内容を説明してもらうこと

であり、そして市民と行政とがもっと四街道市の施策について話し合える場を沢山確保してもら

いたいという強い意思があったということです。そういうお考えの委員も市民委員の中に沢山お
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られましたので、そのお考えの上でこれからの市民提案についてもお考えいただきたいと思いま

す。 

（委員長） 

 分かりました。 

 それでは、これをもちまして、第 2回四街道市市民参加推進評価委員会を終了いたします。長時

間ありがとうございました。 

 

                       

― 以上 ― 


